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さ
て
も
長
期
間
に
わ
た
る
韓
半
島
と
中

国
と
の
か
か
わ
り
を
、
神
功
皇
后
紀
と
い

う
も
の
に
圧
縮
し
て
紡
い
だ
も
の
で
す
。

実
に
二
百
年
間
、
年
代
の
修
正
を
か
け
な

け
れ
ば
三
百
四
十
年
以
上
の
期
間
の
出
来

事
を
皇
后
一
人
の
事
績
に
押
し
込
め
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。
二
人
や
三
人
の
事
柄
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
時
代
と
事
件
が
錯
綜
し

て
、
な
ん
と
も
煩
雑
極
ま
り
な
き
内
容
で

す
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
登
場
し
た
倭

国
の
王
を
古
い
順
に
並
べ
る
な
ら
ば
、
俾

弥
乎
の
前
男
王
、
俾
弥
乎
、
壹
與
、
淀
姫
、

比
賣
神
、
第
二
代
玉
垂
命
（
旨
）、
倭
の
五

王
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
第
五
代
玉
垂

命
（
讃
）
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
で
も
七

人
で
す
。 

 

神
功
皇
后
の
こ
と
と
し
て
伝
え
ら
れ
る

神
社
の
社
伝
、
社
説
、
縁
起
等
は
先
に
挙
げ

た
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
繁
多
に

な
り
ま
す
の
で
、
帰
還
時
の
も
の
は
省
略

し
て
（
そ
れ
で
も
多
く
あ
り
ま
す
が
）、
渡

海
前
の
も
の
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。（
図

②
参
照
）
ま
ず
は
福
岡
県
か
ら
。 

⑦
京
都
郡
み
や
こ
町
（
旧
犀
川
町
）「
蔵
持

山
神
社
」 

 

往
昔
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
の
時
、
外
夷

降
伏
の
為
、
上
宮
三
神
（
伊
弉
諾
命
、
伊
弉

冊
命
、
天
忍
穂
耳
命
）
に
祈
り
、
帰
陣
の
時

日
月
の
鞍
を
納
め
給
ひ
し
。 

⑧
福
津
市
（
旧
津
屋
崎
町
）「
宮
地
嶽
神
社
」 

 

往
昔
神
功
皇
后
新
羅
を
征
し
給
ふ
時
、

宮
地
嶽
の
山
上
に
て
宗
像
三
柱
大
神
を
招

神
鎭
祭
あ
ら
せ
ら
れ
、
祈
祷
し
給
ひ
て
遂

に
新
羅
に
勝
ち
還
御
あ
り
し
。 

⑨
直
方
市
「
鳥
野
神
社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
征
伐
の
為
下
國
の
時
、

戦
利
を
祈
り
、
帰
朝
の
後
鳴
鏑
矢
を
山
上

に
納
め
て
宿
禱
を
賽
せ
ら
る
。 

⑩
糟
屋
郡
篠
栗
町
「
大
祖
神
社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
御
征
討
の
節
、
香
椎
宮

に
て
大
臣
武
内
宿
禰
を
召
し
て
異
敵
征
伐

の
御
廟
算
あ
ら
せ
ら
れ
給
ひ
し
に
、
能
く

諸
神
を
祈
り
祭
り
給
へ
と
神
託
有
り
し
か

ば
、
則
ち
天
神
地
祇
山
神
海
神
ま
で
尽
く

祈
り
祭
り
給
ひ
。
中
に
は
こ
の
伊
弉
諾
命

へ
は
御
祈
誓
を
込
め
給
ひ
、
御
手
づ
か
ら

本
社
の
御
神
木
を
手
折
り
鎧
袖
に
納
め
御

征
討
あ
り
け
れ
ば
、
顕
著
な
る
御
神
名
の

冥
助
を
得
た
ま
ひ
、
刃
に
血
塗
ら
ず
し
て

凱
旋
云
々
。 

 

「
刃
に
血
塗
ら
ず
し
て
」
と
い
う
の
は
戦

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
は
友

好
的
な
使
者
が
渡
海
し
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。 

⑪
福
岡
市
東
区
（
旧
多
々
良
村
）「
名
島
神

社
」 

 

神
功
皇
后
御
征
韓
の
際
、
此
地
に
於
て

宗
像
三
女
神
に
三
韓
服
従
の
こ
と
を
御
祈

祷
遊
ば
さ
れ
、
従
軍
将
士
の
氏
名
を
名
乗
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ら
せ
給
ひ
御
乗
船
遊
ば
さ
れ
、
御
凱
旋
の

御
帰
途
此
所
に
御
報
賽
の
為
、
宗
像
三
女

神
を
御
奉
斎
せ
ら
れ
た
る
。 

⑫
糸
島
市
（
旧
芥
屋
村
・
志
摩
町
）「
花
掛

神
社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
退
治
の
時
、
此
の
所
に

船
を
寄
せ
給
ひ
、
住
吉
三
神
を
鎭
祭
し
軍

の
勝
利
を
祈
り
、
側
な
る
山
に
て
花
を
掛

け
種
々
の
幣
帛
を
備
へ
ま
つ
り
し
。 

⑬
糸
島
市
（
旧
怡
土
村
・
前
原
市
）「
高
祖

神
社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
御
征
伐
の
御
時
、
香
椎

の
宮
よ
り
此
の
處
ま
で
御
幸
あ
り
て
、
高

祖
の
神
に
異
国
降
伏
の
御
恵
を
仰
ぎ
給
ひ

け
る
に
果
し
て
冥
助
特
に
深
く
あ
り
け
れ

ば
云
々
。 

⑭
糸
島
市
（
旧
怡
土
村
・
前
原
市
）「
住
吉

神
社
」 

 

神
功
皇
后
雷
山
に
祭
ら
せ
給
ふ
時
、
此

の
地
に
駐
輦
せ
ら
れ
天
神
地
祇
を
奉
斎
し

戦
勝
を
祈
り
給
ひ
し
。 

⑮
糸
島
市
（
旧
雷
山
村
・
前
原
市
）「
雷
神

社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
征
伐
の
時
、
武
内
宿
禰

に
命
じ
て
宝
剣
宝
鏡
を
授
け
し
め
給
ふ
。 

⑯
糸
島
市
（
旧
雷
山
村
・
前
原
市
）「
三
坂

神
社
（
旧
號
御
坂
神
社
）」 

往
古
神
功
皇
后
雷
山
に
登
り
数
十
日
、
又

下
山
の
時
当
所
に
暫
息
せ
ら
れ
た
り
と

云
々
。
今
三
坂
と
書
き
け
る
は
誤
り
な
ら

ん
。
古
書
に
て
は
総
て
御
の
字
を
書
け
り
。 

⑰
糸
島
市
（
旧
福
吉
村
・
二
丈
町
）「
浮
嶽

神
社
」 

 

昔
神
功
皇
后
御
征
韓
の
時
、
浮
嶽
山
上

に
於
て
戦
勝
の
御
祈
願
あ
り
。
三
韓
へ
御

渡
航
の
所
、
三
韓
輒
く
降
伏
し
無
事
御
凱

旋
あ
り
た
る
。 

 

佐
賀
県
に
も
あ
り
ま
す
。 

⑱
神
埼
市
（
旧
脊
振
村
）「
脊
振
神
社
」 

 

往
古
神
功
皇
后
新
羅
征
討
の
節
、
海
上

安
全
祈
願
の
た
め
奉
斎
せ
ら
れ
た
る
。 

⑲
佐
賀
市
（
旧
三
瀬
村
）「
野
波
神
社
」 

 

往
昔
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
の
時
此
地
を

過
ぎ
ら
れ
、
大
石
に
御
腰
を
掛
け
給
ひ
て
、

い
と
善
き
野
奈
美
哉
と
宣
ひ
し
よ
り
、
野

波
の
里
と
云
ひ
、
此
の
前
な
る
川
に
て
御

裾
を
灑
ぎ
た
ま
ひ
其
地
を
渡
瀬
の
手
洗
松

と
云
傳
へ
り
。 

⑳
武
雄
市
（
旧
北
方
町
志
久
）「
海
童
神
社
」 

 

往
昔
神
功
皇
后
、
武
内
宿
禰
と
共
に
三

韓
を
征
せ
む
と
し
て
こ
の
地
に
御
幸
ま
し

け
る
時
、
二
神
を
斎
き
奉
り
て
風
雨
の
和

順
海
路
の
安
全
を
祈
願
し
給
ひ
し
。 

㉑
唐
津
市
西
寺
町
「
熊
野
原
神
社
」 

 

神
功
皇
后
征
韓
の
砌
、
此
松
原
の
上
に

白
光
顕
れ
海
上
を
照
ら
し
、
舟
師
の
方
向

を
示
し
し
か
ば
、
諸
軍
遙
に
之
を
拝
し
て

「
難
有
不
知
火
之
擁
護
哉
」
と
称
へ
此
地

に
祠
を
建
て
不
知
火
神
社
と
称
へ
た
り
。 

㉒
唐
津
市
湊
町
「
八
阪
神
社
」 

 

此
地
上
古
は
鰐
の
浦
と
呼
び
し
も
、
神

功
皇
后
新
羅
征
伐
の
時
、
此
の
地
に
御
繋

船
あ
り
し
よ
り
、
地
名
を
湊
と
称
ふ
る
に

至
れ
り
。 

 

尚
「
松
浦
風
土
記
」
に
は
、
神
功
皇
后
が

朝
鮮
出
兵
の
時
、
吾
瓮
（
あ
べ
）
海
士
烏
麻

呂
と
い
う
も
の
に
西
の
海
を
見
さ
せ
た
と

あ
り
、
吾
瓮
と
は
湊
浦
の
こ
と
で
あ
る
と

す
る
。
ま
た
皇
后
は
軍
勢
を
整
え
て
和
珥

津
よ
り
船
出
し
た
と
い
う
が
、
和
珥
と
は

湊
浦
浜
な
り
と
い
う
。 

㉓
唐
津
市
神
集
島
（
か
し
わ
じ
ま
） 

 

「
松
浦
拾
風
土
記
」
に
よ
れ
ば
、
軍
船
を

こ
の
島
に
集
め
て
評
議
し
「
皇
后
評
議
石
」

と
い
う
石
が
山
頂
に
あ
る
。 

㉔
唐
津
市
鏡
「
鏡
神
社
」 

 

神
功
皇
后
新
羅
を
征
し
給
ふ
や
に
当
り
、

七
面
山
に
登
り
御
視
懇
の
御
鏡
を
捧
げ
、

天
神
地
祇
を
祭
り
異
国
降
伏
を
祈
ら
せ
給

ひ
。
軍
卒
を
整
え
御
振
旅
あ
ら
せ
ら
れ
た

り
。
夫
よ
り
山
頂
に
夜
々
霊
光
現
れ
け
れ

ば
、
土
人
異
み
て
御
凱
旋
の
際
奏
聞
し
け

る
に
、
皇
后
曰
く
是
我
祖
神
明
の
我
軍
を

感
護
し
給
ふ
所
に
し
て
誠
に
此
く
あ
る
べ

し
と
叡
感
斜
め
な
ら
ず
。
依
て
彼
の
御
鏡

を
取
り
、
我
生
霊
は
長
く
此
の
地
に
鎭
ま

ら
ん
と
御
誓
ひ
あ
ら
せ
ら
れ
た
り
。 

 

航
路
の
壹
岐
・
対
馬
に
も
当
然
あ
り
ま

す
。
④
⑤
の
ほ
か
に
も
、 

㉕
壱
岐
市
勝
本
町
勝
本
浦
「
聖
母
宮
」 

 
当
地
は
神
功
皇
后
新
羅
出
兵
の
際
の
寄

港
地
で
、
皇
后
が
一
夜
に
し
て
建
立
し
た

と
い
う
。
帰
途
此
地
に
異
賊
の
首
を
埋
め
、

其
上
神
符
を
掛
け
、
末
世
異
賊
の
競
望
を

断
絶
む
事
を
誓
給
ふ
。 

㉖
対
馬
市
上
対
馬
町
琴
「
胡
籙
神
社
」 

 

神
功
皇
后
新
羅
を
征
伐
し
給
ふ
と
て
此

の
琴
崎
東
澳
を
過
ぎ
給
ふ
時
、
此
の
海
辺

に
御
船
の
碇
海
底
に
沈
む
。
こ
こ
に
於
て

阿
曇
磯
武
良
海
中
に
入
り
、
碇
を
取
上
げ

る
と
云
。
今
の
祭
場
は
皇
后
行
宮
の
古
跡

な
り
。 

㉗
対
馬
市
上
対
馬
町
芦
見
「
假
殿
神
社
」 

 

神
功
皇
后
御
昼
休
所
と
云
。 

㉘
対
馬
市
峰
町
佐
賀
「
宗
像
八
幡
宮
（
旧
號

和
多
都
美
神
社
）」 

 

神
功
皇
后
新
羅
征
伐
の
時
、
行
宮
跡
な

り
。 

㉙
対
馬
市
峰
町
櫛
「
住
吉
神
社
」 

 

神
功
皇
后
征
韓
の
時
、
住
吉
の
神
及
玉

籤
入
彦
神
を
祀
り
戦
捷
を
祈
ら
せ
、
皇
后

親
ら
鎮
め
給
ひ
し
社
な
り
。 

㉚
対
馬
市
豊
玉
町
千
尋
藻
（
ち
ろ
も
）「
伊

和
津
留
幾
神
社
（
旧
號
権
現
神
社
）」 

 

神
功
皇
后
三
韓
に
往
き
給
ふ
時
、
御
船

を
此
津
に
寄
せ
、
此
の
神
地
に
行
啓
し
給

ひ
、
親
か
ら
拝
し
給
ふ
社
。 

㉛
対
馬
市
豊
玉
町
千
尋
藻
「
妙
見
神
社
（
旧

號
入
彦
神
社
）」 

神
功
皇
后
三
韓
に
往
き
給
ふ
時
、
此
の
海

辺
に
行
啓
し
給
ひ
、
親
か
ら
拝
し
給
ふ
社

に
て
、
伊
和
津
留
幾
神
社
と
神
地
同
所
な

り
。 

㉜
対
馬
市
厳
原
町
豆
酘
（
つ
つ
）「
神
住
居

神
社
」 

 

皇
后
新
羅
を
征
し
給
ふ
時
、
先
に
雷
大

臣
命
を
遣
は
し
給
ふ
て
行
在
を
定
め
給
ふ
。 

㉝
対
馬
市
厳
原
町
久
和
「
乙
和
多
都
美
神
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社
」 

 

神
功
皇
后
此
浦
に
御
船
を
止
め
祭
給
ふ

所
な
り
。 

㉞
対
馬
市
厳
原
町
中
村
「
八
幡
宮
神
社
」 

 

神
功
皇
后
新
羅
御
征
伐
の
時
、
津
島
に

御
着
船
、
上
県
郡
和
珥
津
よ
り
新
羅
に
渡

り
給
ひ
、
新
羅
を
平
ら
げ
給
ひ
、
高
麗
百
濟

亦
来
降
し
御
凱
旋
の
時
、
下
県
郡
与
良
の

地
（
今
厳
原
と
云
ふ
）
に
着
御
、
清
水
山
を

叡
覧
あ
り
。
此
山
は
神
霊
の
止
ま
り
ぬ
べ

き
山
な
り
と
宣
給
ひ
御
幸
あ
り
て
、
岩
上

に
御
鏡
と
幣
帛
を
置
か
れ
、
皇
后
親
か
ら

天
神
地
祇
を
祭
り
給
ひ
、
永
く
異
国
の
寇

を
守
り
給
へ
と
祈
り
給
ひ
。
神
籬
磐
境
を

定
め
亦
朕
が
霊
も
共
に
此
山
に
止
ま
ら
ん

と
宣
給
ひ
し
遺
蹟
な
り
。 

  

実
に
多
く
の
土
地
に
皇
后
の
足
跡
が
伝

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
行
軍
の
途
中
、

次
々
と
至
る
所
で
戦
勝
祈
願
や
登
山
の
上

先
祖
に
御
加
護
を
頼
ん
だ
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
こ
れ
は
何
度
に
も
わ
た
る
遠
征
に

関
わ
る
も
の
で
す
。
⑱
⑲
⑳
は
通
常
ル
ー

ト
か
ら
外
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
⑬
は
高

祖
山
、
⑭
⑮
⑯
は
雷
山
、
⑰
は
浮
嶽
で
そ
れ

ぞ
れ
脊
振
山
地
に
あ
り
ま
す
が
、
一
度
に

行
っ
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
ま
し

て
身
重
の
身
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
つ
ま

り
、
三
国
史
記
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

半
島
に
出
撃
し
た
回
数
は
数
多
く
、
出
帆

し
た
湊
が
違
え
ば
経
路
も
異
な
り
、
帰
還

し
た
湊
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
と
言
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。
帰
還
時
に
も
各
所
に
伝

説
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
神

功
皇
后
の
モ
デ
ル
と
し
て
最
も
代
表
さ
れ

る
人
物
は
、
比
賣
神
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

王
が
自
ら
渡
海
し
て
攻
撃
を
し
か
け
る
こ

と
な
ど
滅
多
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず

で
す
が
、
壹
與
の
後
継
者
と
し
て
巫
女
大

王
と
な
っ
た
與
止
日
女
（
淀
姫
）
の
姉
貴
格

で
あ
っ
た
男
勝
り
の
（
後
の
）
女
王
が
比
賣

神
で
す
。「
女
王
の
時
代
」
で
述
べ
た
よ
う

に
、
統
率
力
で
は
群
を
抜
い
て
い
た
比
賣

神
は
、
神
が
か
り
的
巫
女
と
し
て
の
能
力

は
淀
姫
に
譲
り
、
軍
を
率
い
た
戦
闘
も
辞

さ
な
い
傑
物
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

実
名
「
豊
姫
」
が
最
も
印
象
に
残
っ
た
女
王

と
し
て
語
り
継
が
れ
た
の
で
す
。
壹
與
の

時
代
（
二
六
五
～
二
九
五
）
の
初
期
に
は
ま

だ
新
羅
と
の
友
好
関
係
が
続
い
て
い
た
で

し
ょ
う
が
、
新
羅
が
第
十
代
奈
解
尼
師
今

（
二
七
六
～
二
九
三
）
に
な
っ
て
か
ら
は

敵
対
関
係
と
な
り
、
十
一
代
助
賁
尼
師
今

（
二
九
三
～
三
〇
二
）
の
時
に
は
豊
姫
が

幾
度
も
新
羅
に
攻
撃
を
仕
掛
け
て
お
り
ま

し
た
。
姉
と
慕
う
豊
姫
を
慮
っ
て
湊
に
向

か
う
途
次
命
を
落
と
し
た
淀
姫
が
亡
く
な

っ
た
の
は
三
〇
二
年
で
、
こ
の
年
に
助
賁

尼
師
今
も
死
去
し
て
い
ま
す
。
三
国
史
記

は
何
も
記
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
も
し
か
す

る
と
激
戦
の
末
戦
死
の
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。
苦
戦
の
様
子
が
淀
姫
に
伝
わ
り
、
姉
貴

分
を
気
遣
っ
た
淀
姫
が
松
浦
に
迎
え
に
行

く
途
中
で
命
を
落
と
し
た
と
い
う
こ
と
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
時
の
こ
と
が
次
の

神
社
に
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 

㉟
佐
賀
県
武
雄
市
朝
日
町
中
野
川
上
「
淀

姫
神
社
」 

 

「
伝
説
に
よ
れ
ば
、
神
功
皇
后
が
朝
鮮
か

ら
凱
旋
し
た
と
き
、
筑
紫
に
い
た
淀
姫
が

一
目
会
い
た
い
と
川
上
村
の
辺
り
ま
で
来

た
が
、
旅
の
疲
れ
で
死
去
し
た
。
そ
こ
で
、

丸
山
に
葬
り
廟
を
建
て
た
の
が
淀
姫
神
社

だ
と
い
う
。
又
淀
姫
は
神
功
皇
后
が
朝
鮮

に
出
陣
し
た
と
き
、
鯰
の
背
に
乗
っ
て
龍

宮
に
行
き
、
満
珠
と
干
珠
を
持
ち
帰
り
、
姉

皇
后
に
渡
し
戦
勝
を
祈
っ
た
。
鯰
は
淀
姫

の
眷
属
と
な
っ
た
の
で
、
氏
子
の
人
達
は

鯰
を
捕
っ
た
り
食
べ
た
り
し
な
い
と
言
わ

れ
る
。」 

 

満
珠
・
干
珠
は
潮
の
満
ち
引
き
と
海
流

の
流
れ
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て

い
ま
す
。
熟
達
の
船
乗
り
を
得
た
と
い
う

こ
と
で
す
。 

㊱
佐
賀
市
大
和
町
川
上
「
與
土
姫
神
社
（
旧

號
河
上
神
社
）」 

 

「
一
宮
記
に
曰
く
、
肥
前
国
佐
賀
郡
與
止

日
女
神
、
八
幡
叔
母
神
功
皇
后
の
妹
な
り

と
。
肥
前
風
土
記
に
曰
く
、
此
川
上
に
石
神

あ
り
世
田
姫
海
神
と
云
ふ
。
神
明
帳
、
頭
注

に
豊
姫
と
あ
り
、
世
田
姫
は
蓋
し
豊
玉
姫

な
ら
ん
か
。」 

㊲
筑
紫
野
市
（
旧
山
家
村
山
家
）「
寶
満
宮
」 

 

當
社
山
家
寶
満
大
神
の
由
来
を
尋
ね
奉

る
に
、
海
神
豊
玉
姫
の
御
子
玉
依
姫
と
申

奉
る
地
神
五
代
鸕
鷀
草
葺
不
合
尊
の
神
皇

后
也
。
人
皇
十
五
代
姫
帝
神
功
皇
后
（
神
功

皇
后
は
天
皇
と
し
て
は
数
へ
奉
ら
ず
）
三

韓
退
治
の
時
、
當
社
の
御
神
出
現
あ
り
。
我

は
是
神
女
な
り
。
名
は
豊
姫
命
と
申
と
宣

給
ふ
。
干
珠
満
珠
を
父
豊
玉
彦
に
偕
受
け

官
軍
を
助
け
給
ふ
云
々
と
あ
り
。 

 

こ
の
伝
承
に
あ
る
よ
う
に
、
神
功
皇
后

の
人
物
像
の
代
表
的
モ
デ
ル
の
一
人
が
日

賣
神
（
実
名
豊
姫
）
で
は
あ
っ
た
が
、
記
紀

に
登
場
し
な
い
た
め
に
世
田
姫
、
豊
玉
姫

な
ど
の
別
称
で
は
な
い
か
と
推
量
さ
れ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

実
に
重
層
的
な
人
物
像
「
神
功
皇
后
」
を

拵
え
た
も
の
で
す
。
少
し
変
わ
っ
た
伝
承

も
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

㊳
福
岡
県
久
留
米
市
「
白
角
折
神
社
」 

 

「
神
功
皇
后
三
韓
退
治
の
時
、
異
国
に
て

白
鬼
を
組
伏
せ
そ
の
角
を
折
り
給
ふ
故
、

白
角
折
利
列
曰
志
羅
都
理
大
明
神
と
崇
め

る
と
云
ふ
。」 

 

い
つ
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
こ
と
な

の
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
更
に
熊
本
県
に

は
次
の
よ
う
な
社
伝
も
残
さ
れ
て
お
り
ま

す
。 

㊴
益
城
郡
甲
佐
町
「
甲
佐
神
社
」 

 

「
神
功
皇
后
外
征
の
時
、
當
社
に
祈
念
し
、

凱
旋
後
、
甲
冑
を
神
祠
に
納
め
、
社
號
を
甲

佐
宮
と
改
め
た
。」 

 

こ
れ
ら
は
、
地
理
的
に
み
て
、
実
際
に
新

羅
と
戦
闘
を
し
た
時
の
こ
と
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
九
州
統
一
と
で
も
い
う
遠
征
譚
の

中
で
考
え
る
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。 
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記
紀
に
登
場
し
な
い
雷
大
臣
に
ま
つ
わ

る
話
が
対
馬
の
神
社
に
伝
わ
っ
て
お
り
ま

す
。 

 

㉜
に
加
え
て
、 

○ａ
対
馬
市
上
対
馬
町
浜
久
須
「
霹
靂
神
社

（
旧
號
熊
野
三
所
権
現
）」 

 

神
功
皇
后
の
御
時
、
雷
大
臣
命
・
阿
曇
磯

良
を
新
羅
に
遣
せ
ら
れ
、
雷
大
臣
命
彼
土

の
女
を
娶
り
一
男
を
産
む
。
名
付
け
て
日

本
大
臣
の
命
と
云
ふ
。
新
羅
よ
り
本
邦
に

帰
り
給
ふ
時
、
雷
大
臣
・
日
本
大
臣
は
州
の

上
県
郡
浜
久
須
村
に
揚
り
給
へ
り
。
磯
武

良
は
同
郡
五
根
緒
村
に
揚
れ
り
。 

○ｂ
対
馬
市
上
対
馬
町
芦
見
「
能
理
刀
神
社

（
旧
號
胡
籙
御
子
神
社
）」 

 

是
神
海
祇
の
神
蹟
に
し
て
神
功
皇
后
三

韓
征
伐
の
行
在
所
な
り
。
又
雷
大
臣
命
の

亀
卜
所
の
旧
跡
に
し
て
卽
式
外
之
古
社
な

り
。 

 

長
期
間
に
わ
た
る
新
羅
と
の
折
衝
・
抗

争
で
す
か
ら
、
使
者
は
武
内
宿
禰
だ
け
に

限
り
ま
せ
ん
。
こ
の
雷
大
臣
は
新
羅
に
長

期
滞
在
し
て
い
た
と
も
読
み
取
れ
ま
す
。

亀
卜
を
占
う
当
時
の
重
臣
だ
っ
た
こ
と
が

判
り
ま
す
。
新
羅
の
娘
を
娶
る
な
ど
と
い

う
こ
と
は
王
子
か
重
臣
に
限
ら
れ
ま
す
。 

三
国
史
記
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ

れ
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

・
第
十
六
代
訖
解
尼
師
今
三
年
春
三
月
（
三

一
二
年
修
正
三
三
四
年
）
倭
國
王
が
使
者

を
派
遣
し
て
王
子
の
花
嫁
を
求
め
て
き
た

の
で
阿
飡
急
利
の
娘
を
倭
国
に
送
っ
た
。 

 

こ
れ
は
人
質
確
保
に
等
し
い
交
渉
で
す
。

か
つ
て
俾
弥
乎
は
末
年
に
新
羅
に
遣
使
し

て
友
好
関
係
を
深
め
た
こ
と
が
あ
る
の
で

そ
れ
に
倣
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
三
三
四
年

と
い
う
の
は
比
賣
神
が
死
去
の
年
で
す
か

ら
、
最
後
の
外
交
折
衝
で
す
。 

 

こ
の
十
六
年
後
、
倭
國
は
再
び
新
羅
に

花
嫁
を
求
め
ま
す
が
、
今
度
は
辞
退
す
る

の
で
す
。
倭
國
王
は
す
で
に
玉
垂
命
に
替

わ
っ
て
い
ま
す
。
新
羅
に
国
書
を
送
っ
て

国
交
断
絶
、
大
軍
を
派
遣
し
て
金
城
を
包

囲
す
る
に
到
り
ま
す
が
、
新
羅
は
籠
城
の

上
、
倭
國
軍
の
疲
労
に
乗
じ
て
撃
っ
て
出

て
撃
退
す
る
の
で
す
。（
三
五
一
年
） 

 

●
第
六
節 

 

摂
政
前
紀
九
月
に
は
、「
適
皇
后
の
開
胎

に
当
り
、
皇
后
則
石
を
取
り
て
腰
に
挿
し

祈
り
曰
、
事
竟
還
日
、
茲
土
に
産
ま
ん
」
と

記
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、 

○Ａ
壱
岐
市
芦
辺
町
の
「
月
讀
神
社
」
の
縁
起

に
は 

 

「[

懐
中
暦]

云
、
舒
明
天
皇
二
年
八
月
伊

吉
ノ
公
乙
等
を
筑
紫
怡
土
縣
に
遣
は
し
て

神
石
を
求
め
、
一
片
の
石
を
畺
荒
樔
田
の

神
宮
に
納
む
。
此
石
は
往
古
神
功
皇
后
、
月

の
神
の
教
に
随
っ
て
産
月
を
の
べ
給
ふ
に

因
て
後
に
月
延
石
と
名
づ
く
。」
と
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
日
本
書
紀
の
舒
明
紀
に
こ
の

よ
う
な
記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
し
て
摂
政
前
紀
十
二
月
に
は
筑
紫
宇

瀰
に
て
譽
田
天
皇
出
産
と
あ
り
、
社
伝
と

一
致
し
ま
す
。 

○Ｂ
福
岡
県
糟
屋
郡
宇
美
町
「
宇
美
神
社
」 

 

「
當
社
は
神
功
皇
后
三
韓
征
伐
よ
り
帰

り
産
所
を
蚊
田
の
邑
に
定
め
給
ひ
［
蚊
田

は
宇
美
の
古
名
］
香
椎
宮
を
出
て
産
舎
に

入
ら
せ
給
ふ
。
側
に
生
み
出
づ
る
槐
の
木

の
枝
に
取
り
す
が
り
、
た
や
す
く
分
娩
し

給
ひ
、
應
神
天
皇
を
産
み
ま
い
ら
せ
給
ふ
。

依
て
此
地
を
宇
美
と
称
す
。
御
産
所
の
傍

に
生
茂
れ
る
楠
の
下
に
て
湯
を
召
さ
せ
給

ふ
。」 

 

次
の
神
社
に
も
宇
美
の
里
で
の
御
子
出

産
が
伝
わ
っ
て
お
り
ま
す
。 

○Ｃ
福
岡
県
田
川
郡
川
崎
町
「
住
吉
八
幡
神

社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
御
征
伐
の
後
、
筑
前
宇

美
の
宮
に
て
譽
田
別
の
皇
子
を
生
ま
し
。 

○Ｄ
北
九
州
市
小
倉
北
区
「
到
津
八
幡
神
社
」

「
篠
崎
八
幡
神
社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
を
征
し
、
還
て
皇
子
を

宇
美
の
里
に
降
誕
す
。 

○Ｅ
福
岡
県
糸
島
市
（
旧
前
原
市
）「
産
宮
神

社
」 

 

神
功
皇
后
三
韓
に
赴
か
せ
給
ふ
時
、
安

産
を
祈
ら
せ
給
ひ
、
帰
朝
の
後
、
皇
子
御
降

誕
ま
せ
し
か
ば
、
報
賽
に
百
手
の
的
射
修

行
し
給
ひ
し
と
云
ふ
。 

 

こ
う
し
て
み
る
と
、
應
神
天
皇
に
仮
託

さ
れ
た
比
賣
神
の
御
子
は
宇
美
の
里
で
降

誕
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
異
な
っ

た
伝
承
も
あ
る
の
で
す
。 

○Ｆ
対
馬
市
美
津
島
町
鴨
居
瀬
に
あ
る
「
紫

瀬
戸
（
住
吉
瀬
戸
）」 

 

対
馬
中
央
部
、
三
浦
湾
と
芦
ヶ
浦
の
間

に
あ
る
瀬
戸
で
、
西
岸
に
住
吉
神
社
が
鎮

座
し
て
付
近
の
地
名
も
住
吉
と
い
い
、
住

吉
瀬
戸
と
も
い
う
が
、
紫
の
藻
が
水
底
に

自
生
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
紫
瀬
戸
の
名

が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
文
化
年
間
に
著
さ

れ
た
「
津
島
紀
事
」
に
は
、
豊
玉
姫
が
御
子

を
出
産
し
た
と
き
、
そ
の
悪
露
を
濯
い
だ

こ
と
か
ら
紫
の
藻
と
化
し
た
と
い
う
伝
説

を
記
し
て
い
る
。
そ
の
産
湯
と
さ
れ
た
井

戸
も
あ
っ
て
、
一
説
に
は
神
功
皇
后
が
朝

鮮
遠
征
の
帰
途
、
こ
の
地
で
御
子
（
應
神
天

皇
）
を
出
産
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。 

 

更
に
、 

○Ｇ
壱
岐
市
勝
本
町
の
「
湯
の
本
温
泉
」
に
は
、

神
功
皇
后
が
三
韓
出
兵
の
帰
途
、
應
神
天

皇
の
産
湯
に
使
っ
た
と
の
伝
承
が
あ
る
の

で
す
。 

 

対
馬
で
出
産
し
、
筑
紫
に
戻
っ
て
か
ら

宇
美
神
社
に
お
礼
参
り
を
し
た
と
考
え
て

不
思
議
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
最
後
に
、
仲
哀
天
皇
崩
御
の
後
何

が
起
き
て
、
跡
を
継
い
だ
王
は
誰
な
の
か
。

そ
も
そ
も
仲
哀
天
皇
は
実
在
し
た
の
か
、

九
州
と
近
畿
の
ど
ち
ら
の
大
王
だ
っ
た
の

か
等
、
ま
だ
結
論
は
出
せ
ま
せ
ん
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
六
年
四
月
四
日 
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秋
田
孝
季
と
橘
左
近
の
痕
跡
を
求
め
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

京
都
市 

古
賀
達
也 

 

一
、
和
田
長
三
郎
吉
次
の
痕
跡 

  

『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
を
編
纂
し
た
秋
田

孝
季
や
和
田
長
三
郎
吉
次
の
実
在
を
否
定

す
る
と
い
う
偽
作
論
者
の
主
張(

注
①)

に

対
し
て
、
古
田
先
生
と
わ
た
し
は
津
軽
行

脚
を
続
け
、
両
者
の
痕
跡
を
探
し
続
け
た
。

和
田
長
三
郎
吉
次
の
痕
跡
は
幸
運
に
も
恵

ま
れ
て
、
わ
り
と
早
く
見
つ
け
る
こ
と
が

で
き
た(

注
②)

。 

 

五
所
川
原
市
飯
詰
の
和
田
家
菩
提
寺
、

長
円
寺
に
和
田
家
の
墓
石(

文
政
十
二
年･

一
八
二
九
年
建
立
。
注
③)

と
過
去
帳
が
あ

り
、
過
去
帳(

原
本
は
火
災
で
焼
失
。
五
所

川
原
市
教
育
委
員
会
に
よ
る
コ
ピ
ー
版
に

よ
っ
た)

に
は｢

智
昌
良
恵
信
士 

文
化
十

年
十
一
月 

下
派 

長
三
郎｣｢

安
昌
妙
穏

信
女 

同
年(

文
化
十
四
年)

十
月
下
派 

長
三
郎｣

と
の
記
載
が
あ
り
、
墓
石
の
戒

名･

没
年
と
一
致
し
て
い
た
。｢

下
派｣

と
は

｢

下
派
立(

し
も
は
だ
ち)｣

の
略
で
あ
り
、

長
円
寺
や
和
田
家
が
あ
る
旧
地
域
名
。｢

長

三
郎｣

は
喪
主
。
和
田
家
当
主
は｢

長
三
郎｣

を
襲
名
し
て
お
り
、
こ
の
長
三
郎
は｢

和
田

氏｣

墓
石
と
の
関
連
か
ら
、
和
田
長
三
郎
の

こ
と
で
あ
り
、
時
代
か
ら
す
る
と
和
田
吉

次
に
相
当
す
る
。
同
過
去
帳
に
は｢

和
田
権

七｣

や
明
治
の｢

和
田
長
三
郎(

末
吉
か)

｣

の
名
前
も
見
え
、
和
田
家
歴
代
当
主
の
名

前
が
、
和
田
家
文
書
の
記
事
と
一
致
す
る

こ
と
を
確
認
で
き
た
。 

 

二
、
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
、
橘
左
近 

  

そ
の
後
、
も
う
一
人
の
編
者
、
秋
田
孝
季

実
在
の
痕
跡
調
査
を
行
っ
た
が
、
こ
ち
ら

は
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
。
そ
こ
で
、
孝
季
の

父
親｢

橘
左
近｣(

注
④)

の
痕
跡
調
査
を
始

め
た
。
和
田
家
文
書
に
よ
れ
ば
橘
左
近
は

長
崎
出
島
で
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
を
勤
め
て
い

た
と
あ
り
、
そ
の
方
面
か
ら
実
在
を
確
認

で
き
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
長

崎
ま
で
行
っ
て
の
調
査
は
容
易
で
は
な
く
、

現
地
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
史
料
が
あ
り
、

閲
覧
が
可
能
か
さ
え
も
簡
単
に
は
わ
か
ら

な
い
。
そ
う
し
た
と
き
、
力
強
い
助
っ
人
が

現
れ
た
。
中
村
秀
美
氏(

古
田
史
学
の
会･

会
員
、
長
崎
市)

だ
。
中
村
氏
は
久
留
米
大

学
の
公
開
講
座
に
毎
年
の
よ
う
に
参
加
さ

れ
て
い
る
熱
心
な
方
だ
。
そ
の
御
縁
で
、
講

演
後
に
夕
食
を
ご
一
緒
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。 

 

そ
の
折
、
和
田
家
文
書
が
話
題
に
の
ぼ

り
、
偽
作
説
へ
の
反
証
と
し
て
『
東
日
流
外

三
郡
誌
』
を
編
纂
し
た
秋
田
孝
季
実
在
の

証
明
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

そ
の
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、
孝
季
の
父
、

橘
左
近
が
長
崎
出
島
で
オ
ラ
ン
ダ
通
詞
を

し
て
い
た
と
の
こ
と
な
の
で
、
通
詞
の
リ

ス
ト
な
ど
か
ら
実
在
を
証
明
で
き
る
可
能

性
が
あ
り
、
長
崎
市
在
住
の
中
村
氏
に
調

査
を
依
頼
し
た
。
そ
う
し
た
ら
、
現
地
の
史

料
情
況
の
解
説
や
幕
末
頃
の
通
詞
一
覧

(

万
記
帳)

コ
ピ
ー
が
送
ら
れ
て
き
た
。
長

崎
市
の
図
書
館
や
資
料
館
を
巡
り
、
調
査

を
開
始
さ
れ
た
の
だ
が
、
当
初
、
思
っ
て
い

た
よ
り
も
江
戸
期
の
オ
ラ
ン
ダ
関
連
資
料

が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。｢

橘

左
近｣

調
査
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
が
、
こ

れ
か
ら
何
が
出
て
く
る
の
か
楽
し
み
で
あ

る
。 

 

三
、
秋
田
市
土
崎
の｢

橘｣｢

由
利｣ 

  

早
く
か
ら
秋
田
孝
季
の
実
在
証
明
に
取

り
組
ま
れ
た
の
が
太
田
斉
二
郎
氏(

古
田

史
学
の
会･

当
時
副
代
表)

だ
。『
東
日
流
外

三
群
誌
』
に｢

秋
田
土
崎
住 

秋
田
孝
季｣

と

記
さ
れ
る
例
が
多
く
、
孝
季
が
秋
田
土
崎

(

今
の
秋
田
市
土
崎)

で
『
東
日
流
外
三
群

誌
』
を
著
述
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
。

そ
こ
に
着
目
し
た
秋
田
県
出
身
の
太
田
氏

は
現
地
調
査
に
よ
り
秋
田
市
土
崎
に
橘
姓

が
多
い
こ
と
を
発
見
さ
れ
た
。
全
国
的
に

見
れ
ば
、
秋
田
県
や
秋
田
市
に
橘
姓
は
そ

れ
ほ
ど
多
く
分
布
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ

少
な
い
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な

い
。
と
こ
ろ
が
秋
田
市
内
の
橘
姓
の
七
割

が
土
崎
に
集
中
し
て
い
た
の
だ(

注
⑤)

。 

 

和
田
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
秋
田
孝
季
の

も
と
も
と
の
名
前
は
橘
次
郎
孝
季(

注
⑥)

だ
っ
た
の
だ
が
、
孝
季
の
母
親
が
秋
田
家

三
春
藩
主
に｢

後
妻｣

と
し
て
入
っ
た
こ
と

に
よ
り
秋
田
孝
季
と
名
乗
る
よ
う
に
な
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
孝
季
の
実
家

の
橘
家
が
あ
っ
た
秋
田
土
崎
で
『
東
日
流

外
三
群
誌
』
を
初
め
と
し
た
膨
大
な
和
田

家
文
書
の
執
筆
に
孝
季
は
専
念
で
き
た
の

だ
。 

 

ま
た
、
秋
田
土
崎
に
は
孝
季
の
支
援
者

(

孝
季
は
秋
田
土
崎
の
由
理
家
に
養
子
と

し
て
入
り
、
土
崎
湊
御
朱
印
船
検
番
奉
行

を
勤
め
た
よ
う
で
あ
る)

も
い
た
よ
う
で
、

藤
本
光
幸
氏
の
解
説
文(

注
⑦)

に
は
、
孝

季
は｢

秋
田
土
崎
湊
の
由
利
家
で
浪
人
し

て
い
た｣

と
あ
り
、
現
代
の｢

由
利｣

姓
の
分

布
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
秋
田
県
に
最
も
多

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
次
の
通
り
だ(

注

⑧)

。 

 

【
由
利
】
姓 

人
口 

約
三
七
〇
〇
人 

 
 
 
 
 
  

順
位 

三
四
一
一
位 

〔
都
道
府
県
順
位
〕 

１ 

秋
田
県 (

約
九
〇
〇
人) 

２ 

北
海
道 (

約
五
〇
〇
人) 

３ 

東
京
都 (

約
三
〇
〇
人) 

４ 

京
都
府 (

約
二
〇
〇
人) 

５ 

宮
城
県 (

約
二
〇
〇
人) 

 

〔
市
区
町
村
順
位
〕 

１ 

秋
田
県 

湯
沢
市 (

約
六
〇
〇
人) 

２ 

宮
城
県 

大
崎
市 (

約
一
二
〇
人) 

３ 

秋
田
県 

横
手
市 (

約
一
〇
〇
人) 

４ 

兵
庫
県 

豊
岡
市   (

約
九
〇
人) 

５ 

京
都
府 

京
丹
後
市 (

約
九
〇
人) 
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こ
の
よ
う
に
、
秋
田
市
土
崎
地
区
の

｢

橘｣
、
秋
田
県
の｢

由
利｣

の
濃
密
分
布
は

秋
田
孝
季
実
在
の
傍
証
で
あ
り
、
和
田
家

文
書
と
両
苗
字
分
布
の
一
致
は
偽
作
説
の

成
立
を
困
難
と
し
て
い
る
。 

 

こ
の
秋
田
市
土
崎
の｢
橘｣｢

由
利｣

を
調

査
し
、
家
系
図
や
お
寺
の
過
去
帳
な
ど
に

秋
田
孝
季
や
そ
の
父
親
の
橘
左
近
の
名
前

が
記
さ
れ
て
い
な
い
か
を
調
べ
た
い
と
願

っ
て
い
た
が
、
秋
田
県
在
住
の
Ｔ
氏
に
協

力
し
て
頂
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
長
崎
出

島
と
秋
田
土
崎
で
の｢

橘
左
近｣

調
査
に
期

待
し
て
い
る
。 

 

四
、『
飯
詰
村
史
』
の｢

庄
屋 

長
三
郎｣ 

  

あ
る
調
査(

注
⑨)

の
た
め
に
『
飯
詰
村

史
』
を
再
読
し
て
い
た
ら
、
江
戸
時
代
の
飯

詰
村
の
こ
と
を
記
し
た
史
料
に｢

庄
屋 

長

三
郎｣

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て

気
付
い
た
。 

 

三
十
年
ほ
ど
前
、
和
田
家
文
書
調
査
の

た
め
、
わ
た
し
は
五
所
川
原
市
や
弘
前
市
、

青
森
市
の
図
書
館
で
現
地
の
関
係
資
料
を

探
し
求
め
た
。
そ
う
し
て
入
手
し
た
史
料

の
一
つ
が
昭
和
二
六
年
に
発
行
さ
れ
た

『
飯
詰
村
史
』(

同
コ
ピ
ー)

だ
。『
飯
詰
村

史
』
は
当
地
の
高
名
な
歴
史
家
で
あ
る
福

士
貞
蔵
氏(

注
⑩)

が
編
纂
し
た
も
の
だ
が
、

昭
和
二
二
年
の
夏
に
和
田
家
の
天
井
裏
に

吊
し
て
あ
っ
た
木
箱
が
落
下
し
、
そ
の
中

に
あ
っ
た
和
田
家
文
書
の
一
つ
『
諸
翁
聞

取
帳
』
が
転
載
さ
れ
て
お
り
、
和
田
家
に
古

く
か
ら
文
書
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

貴
重
な
書
物
で
あ
っ
た
。 

 

同
書
に
は
、『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
を
編

纂
し
た
和
田
長
三
郎
吉
次
と
思
わ
れ
る
人

物
名
が
記
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
史
料
『
安

政
二
年 

神
社
微
細
調
社
司
由
緒
書
上
帳
』

が
転
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
は
飯
詰
村

の
稲
荷
宮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
か
れ

て
い
た
。 

 ｢
稲
荷
宮 

社
司 

和
田
壹
岐 

草
創
年
號
不
詳 

元
禄
年
中
御
竿
帳
表 

 

一
、
堂  

社 

二
尺
一
寸
、
三
尺
、
造 

 

一
、
雨  
覆 

二
間
、
三
間
、
板
造 

上
飯
詰
村
ニ
而
建
立
致
來
候 

 

一
、
鳥  

居 
一
ヶ
所 

 

一
、
御
棟
札 
文
政
九
丙
戌
年
九
月 

庄
屋 

長
三
郎 

 
 
 
 
 
 
 

嘉
永
三
庚
戌
年
十
一
月 

庄
屋 

多
吉 

 

一
、
御
神
樂 

年
々
六
月
十
日
定
例
執

行
仕
候 

 

一
、
御
供
米 

無
御
座
候 

 

一
、
社
堂
田
畑 

無
御
座
候 

 

一
、
社 

地 

四
間
、
五
間 

 

一
、
境 

内 

八
間
、
五
間 

 

社
司
七
代
目
元
禄
年
中
和
田
但
馬
代
よ

り
所
持
罷
有
候｣ 

  

上
飯
詰
村
の
稲
荷
宮
の｢

文
政
九
丙
戌

年
九
月｣

(

一
八
六
二
年)

の
棟
札
に
書
か

れ
て
い
る｢

庄
屋 

長
三
郎｣

こ
そ
、
当
時
、

｢

長
三
郎｣

を
襲
名
し
て
い
た
和
田
家
の
当

主｢

和
田
長
三
郎
吉
次｣

、
あ
る
い
は
次
代

の｢

和
田
長
三
郎
基
吉｣

に
当
た
る
。
和
田

家
は
吉
次
の
代
で
没
落
し
た
よ
う
で
、｢

嘉

永
三
庚
戌
年
十
一
月｣

(

一
八
五
〇
年)

の

棟
札
に
は｢

庄
屋 

多
吉｣

と
あ
る
よ
う
に
、

庄
屋
職
が
他
家｢

多
吉｣

に
変
わ
っ
た
こ
と

と
整
合
す
る
。
社
司
の｢

和
田
壹
岐｣

は
安

政
二
年(

一
八
五
五
年)

の
人
物
で
あ
れ
ば
、

和
田
喜
八
郎
家
と
は
別
の
和
田
氏
と
思
わ

れ
る
。
な
お
、
和
田
壹
岐
の
名
前
は
和
田
家

文
書
中
に
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
の｢

和
田
壹

岐｣

も
襲
名
さ
れ
て
お
り
、
年
代
的
に
対
応

し
て
い
る
の
か
は
精
査
が
必
要
だ
。
ち
な

み
に
、
こ
の
稲
荷
宮
を
わ
た
し
は
現
地
で

見
た
記
憶
が
微
か
に
あ
る
。
田
圃
の
中
に

あ
る
小
さ
な
祠
だ
っ
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
和
田
家
が
江
戸
時
代
に

は
飯
詰
の
庄
屋
だ
っ
た
こ
と
が
、
和
田
家

文
書
以
外
の
史
料
に
遺
っ
て
い
た
わ
け
だ
。

こ
の
記
事
に
わ
た
し
は
傍
線
を
引
い
て
お

り
、
調
査
当
初
か
ら
気
付
い
て
い
た
の
だ

が
、
こ
の
史
料
が｢

和
田
長
三
郎
吉
次｣

実

在
の
エ
ビ
デ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
理

解
が
至
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
今
回

の
再
読
で
気
付
く
こ
と
が
で
き
、
幸
い
だ

っ
た
。 

 

な
お
、『
安
政
二
年 

神
社
微
細
調
社
司

由
緒
書
上
帳
』
の
完
本
は
弘
前
市
の
最
勝

院
に
あ
り
、
当
地
の
研
究
者
の
ご
協
力
を

得
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、『
飯
詰
村
史
』
収

録
の
も
の
と
は
少
な
か
ら
ぬ
異
同
が
あ
り
、

『
飯
詰
村
史
』
は
最
勝
院
本
と
は
別
系
統

の
異
本
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る(

注

⑪)

。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
調
査
中
で
あ
り
、

別
途
報
告
し
た
い
。〔
令
和
六
年(

二
〇
二

四)

五
月
二
七
日
、
改
稿
筆
了
〕 

 (

注) 

①
安
本
美
典
『
虚
妄
の
東
北
王
朝
』(

毎
日

新
聞
社
、
一
九
九
四
年)

に
次
の
記
事
が
あ

る
。「『
東
日
流
外
三
郡
誌
』
の
編
纂
協
力
者

の
和
田
吉
次
は
、
架
空
の
人
物
で
あ
る
。」

(

九
〇
頁)

、「
秋
田
孝
季
な
る
人
物
は
、
寛

政
期
の
津
軽
に
実
在
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。(

中
略)

秋
田
孝
季
は
、
和
田
喜
八
郎
氏

が
、
一
連
の
偽
書
の
制
作
と
と
も
に
、
創
作

し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。」(

一
七
四
頁)

。 

②
古
賀
達
也｢

洛
中
洛
外
日
記｣

三
〇
三
六

話(2023/06/09)

〝
実
在
し
た｢

東
日
流

外
三
郡
誌｣

編
者 

―

和
田
家
墓
石
と
長

円
寺
過
去
帳
の
証
言―

〟 

③
墓
石
に
は
次
の
文
字
が
見
え
る
。()

内

は
古
賀
注
。 

〔
表
面
〕 

｢

慈
清
妙
雲
信
女 

安
永
五
申
年
十
月(

以

下
不
明) 

 

智
昌
良
恵
信
士 

文
化
十
酉
年(

以
下
不

明) 

 

安
昌
妙
穏
信
女 

文
化
十
四
丑
年(

以
下

不
明) 

 

壽
山
清
量
居
士 

(

没
年
記
載
な
し)｣ 
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〔
裏
面
〕 

｢

文
政
丑
五
月
建(

一
字
不
明
、｢

之｣

か)

和

田
氏｣ 

 

壽
山
清
量
居
士(

和
田
吉
次
と
思
わ
れ

る)

が
存
命
の
文
政
十
二
年(

一
八
二
九)

に
建
立
し
た
墓
碑
で
あ
ろ
う
。 

④
『
和
田
家
資
料
４ 

北
斗
抄
』
四
七
七
～

四
七
八
頁
の｢

孝
季
系
譜｣

に
よ
る
。 

⑤
太
田
斉
二
郎｢

孝
季
眩
映
〈
古
代
橘
姓
の

巻
〉｣

『
古
田
史
学
会
報
』
二
四
号
、
一
九

九
八
年
。 

 

古
賀
達
也｢

洛
中
洛
外
日
記｣

三
九
二
話

(2012/03/05)

〝
秋
田
土
崎
の
橘
氏
〟 

⑥｢

橘｣

は
本
姓
、｢

次
郎｣

は
通
称
。
苗
字
は

不
詳
だ
が
、
和
田
家
文
書
で
は
孝
季
親
子

の
苗
字
を
意
図
的
に
伏
せ
た
可
能
性
を
考

え
る
べ
き
と
す
る
日
野
智
貴
氏(

古
田
史

学
の
会･

会
員
、
た
つ
の
市)

の
指
摘
が
あ

る
。 

⑦
藤
本
光
幸｢

『
和
田
家
文
書
』
に
つ
い
て｣

『
和
田
家
資
料
１ 

奥
州
風
土
記 

陸
奥
史

風
土
記 

丑
寅
日
本
記
全 

丑
寅
日
本
史
総

解 

丑
寅
日
本
雑
記
全
』
北
方
新
社
、
一
九

九
二
年
。 

⑧｢

日
本
姓
氏
語
源
辞
典｣ 

https://name-power.net/ 

⑨
飯
詰
の
旧
家
、
北
屋
名
兵
衛(

飯
塚
名
兵

衛)

の
御
子
孫
よ
り
、
な
ぜ
北
屋(

屋
号)

が

飯
塚
名
兵
衛
と
名
乗
っ
た
の
か
の
問
い
合

わ
せ
が
あ
り
、『
飯
詰
村
史
』
に
書
か
れ
て

い
る
経
緯
を
調
査
し
た
。
村
史
に
よ
れ
ば
、

宝
暦
五
年(

一
七
五
五
年)

に
飯
詰･

金
木

両
組
の
大
庄
屋
を
命
じ
ら
れ
た
北
屋
名
兵

衛
は
苗
字
帯
刀
を
許
さ
れ
、
住
ん
で
い
た

地
名
の
飯
塚(

高
舘
城
址)

を
苗
字
に
し
た

と
あ
る
。 

⑩
福
士
貞
蔵
氏
は
教
育
者･

歴
史
研
究
者

で
あ
り
、
戦
後
、
和
田
家
文
書
を
最
も
早
く

実
見
し
、
世
に
紹
介
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。

和
田
喜
八
郎
氏
の
話
に
よ
る
と
、
文
書
が

天
井
裏
か
ら
落
下
し
た
翌
日
に
、
福
士
氏

に
見
せ
た
と
の
こ
と
。
福
士
氏
も
諸
論
文

で
和
田
家
か
ら
文
書
が
出
た
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。 

 
五
所
川
原
市
図
書
館
に
は
福
士
文
庫
が

あ
り
、
氏
の
直
筆
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
。

三
十
年
前
に
同
館
を
訪
れ
た
と
き
、
京
都

か
ら
福
士
氏
の
調
査
に
来
た
と
、
来
館
目

的
を
告
げ
る
と
、
同
館
の
方
は
大
層
喜
ば

れ
、
福
士
氏
を
敬
愛
し
て
い
る
こ
と
が
会

話
か
ら
う
か
が
わ
れ
た
。
ち
な
み
に
『
飯
詰

村
史
』
は
、
こ
れ
ま
で
わ
た
し
が
読
ん
だ
村

史
の
中
で
優
れ
た
も
の
の
一
つ
で
あ
り
、

福
士
氏
の
執
筆
姿
勢
や
村
史
編
纂
の
情
熱

に
感
銘
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
和
田
家

文
書
研
究
者
に
は
必
読
の
一
冊
で
あ
る
。 

⑪
最
勝
院
本
に
は
棟
札
の
存
在
は
記
し
て

い
る
が
、｢

庄
屋 

長
三
郎｣｢

庄
屋 

多
吉｣

の
名
前
を
記
し
て
い
な
い
。『
飯
詰
村
史
』

収
録
本
は
比
較
的
詳
し
く
記
し
て
お
り
、

編
纂
方
針
に
差
が
見
ら
れ
る
。
他
方
、
加
藤

慶
司
編
『
古
文
書
に
よ
る
津
軽
の
神
社
縁

起
２
』(

一
九
九
六
年)

に
収
録
さ
れ
た
同

史
料
に
は
、『
飯
詰
村
史
』
収
録
本
や
最
勝

院
本
と
も
異
同
が
あ
り
、｢

庄
屋 

長
三
郎｣

｢

庄
屋 

多
吉｣

を
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

『
安
政
二
年 

神
社
微
細
調
社
司
由
緒
書

上
帳
』
に
は
、
提
出
の
た
め
に
各
村
で
作
成

し
た
元
本(｢

村
方｣

本)

な
ど
、
複
数
の
異

系
統
写
本
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。 

   
 安

倍
国
東
の
こ
と 

弘
前
市 

増
田 

達
男 

  

は
じ
め
に 

 

「
和
田
家
文
書
と
国
東
半
島
」
の
旅
（
令

和
６
年
４
月
10
日
～
４
月
12
日
）
は
楽
し

い
旅
だ
っ
た
。
こ
の
時
の
旅
行
記
が
誰
か

の
手
で
書
か
れ
る
は
ず
な
の
で
、
こ
こ
で

は
、
旅
の
印
象
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
触
れ

な
い
こ
と
に
す
る
。
旅
に
先
だ
っ
て
、
秋
田

孝
季
集
史
文
書
か
ら
、
安
倍
国
東
に
つ
い

て
の
記
録
を
拾
い
読
み
し
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
整
理
し
て
み
よ
う
と
思
う
。 

 

  
日
之
本
将
軍
を
号
し
た
の
は
、
安
倍
安

国
で
あ
り
、
二
代
安
東
、
三
代
致
東
、
四
代

東
長
、
五
代
長
宗
、
六
代
長
国
、
七
代
安
堯
、

八
代
安
治
、
九
代
国
東
、
十
代
国
長
、
十
一

代
頻
良
、
十
二
代
頼
良
、
十
三
代
貞
任
で
あ

り
、
天
平
宝
字
元
辛
丑
年
（
七
六
一
）
か
ら

康
平
五
壬
寅
年
（
一
〇
六
二
）
の
貞
任
討
死

ま
で
日
本
将
軍
安
倍
王
国
は
続
い
た
。

（「
総
輯
東
日
流
六
郡
誌
全
」p151

か
ら
抜

粋
） 

 

国
東
登
場
ま
で
の
時
代
背
景
が
よ
く
ま

と
ま
っ
て
い
る
資
料
が
あ
る
の
で
、
引
用

す
る
。 

 資
料
１
「
総
輯
東
日
流
六
郡
誌
全
」p183 

 

「
日
本
将
軍
之
盛
威
」 

坂
上
田
村
麻
呂
き
た
り
、去
り
し
あ
と
、

日
高
見
国
に
は
、倭
人
の
居
住
や
う
や
く

増
加
せ
り
。
さ
れ
ど
、
こ
れ
な
る
は
、
荒

覇
吐
王
が
許
認
を
得
た
る
も
の
に
し
て
、

安
倍
日
之
本
将
軍
安
東
王
と
、荒
覇
吐
安

倍
王
国
は
、日
高
見
国
と
北
辰
諸
国
に
於

て
健
在
な
り
。
も
つ
と
も
、
日
高
見
国
を

指
し
て
、
倭
朝
を
は
じ
め
倭
人
は
、
陸
奥

国
、
あ
る
い
は
、
奥
州
と
呼
べ
り
。 

大
同
三
戊
子
年
（
八
〇
八
）、
東
日
流
、 

 
 
 

荷
薩
丁
、
閉
伊
に
て
、
荒
覇
吐
族
の
放
馬
、 

 

実
に
二
十
万
頭
を
数
ふ
。
弘
仁
二
辛
卯

年
（
八
一
一
）
五
月
、
坂
上
田
村
麻
呂
将

軍
、
都
に
て
卒
す
。
翌
三
壬
辰
年
、
渡
島

の
オ
テ
ナ
、
安
東
王
に
対
面
し
、
黄
金
の

鉱
の
発
掘
を
告
ぐ
。
天
長
七
庚
戌
年
（
八

三
〇
）、
東
日
流
、
飽
田
、
逆
田
、
塩
釜

の
水
門
は
、
水
軍
の
宿
湊
た
り
。（
中
略
） 

 

斉
衡
元
甲
戌
年
（
八
五
四
）、
日
高
見 

 
 

に
居
住
せ
る
倭
人
の
う
ち
、民
家
よ
り
古

来
な
る
宝
物
を
掠
め
た
る
あ
り
て
、悪
し
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き
倭
人
、こ
と
ご
と
く
住
処
を
追
は
る
る

な
り
。ま
た
、元
慶
二
丁
酉
年（
八
七
八
）、

倭
国
と
交
流
せ
る
出
羽
飽
田
の
地
族
、倭

の
官
人
と
対
立
し
て
争
ふ
。し
ば
し
止
ま

ざ
れ
ば
、
倭
人
の
将
な
る
藤
原
保
則
、
小

野
春
風
ら
逐
電
す
。
以
来
、
こ
の
地
に
て

の
騒
動
は
絶
ゑ
た
り
。 

 

仁
和
三
丁
未
年
（
八
八
七
）、
東
日
流 

 

に
飽
田
五
王
衆
き
た
り
て
、兵
役
を
推
し

て
談
義
せ
り
。寛
平
六
甲
寅
年（
八
九
四
）、

安
倍
致
東
、 

塩
釜
神
社
を
建
立
す
。
延

喜
十
七
丁
丑
年
（
九
一
七
）
に
至
り
て
、

安
倍
一
族
の
築
城
、日
高
見
国
に
七
十
六

処
を
数
へ
た
り
。
延
長
六
戊
子
年
（
九
二

八
）、
巌
手
平
泉
に
衣
川
柵
な
り
て
大
宴

す
。
同
八
庚
寅
年
、
羽
州
に
道
を
通
し
、

平
泉
衣
川
を
中
央
と
て
、八
方
に
開
通
せ

り
。
こ
れ
よ
り
、
荒
覇
吐
安
倍
王
国
が
高

倉
は
、
こ
こ
衣
川
に
さ
だ
ま
れ
り
。
と
き

こ
れ
、
致
東
王
の
代
な
り
き
。   

 

承
平
四
甲
午
年
（
九
三
四
）、
坂
東
の 

 

平
氏
小
次
郎
将
門
、
安
倍
王
国
に
兵
を

募
る
。
天
慶
元
戊
戌
年
（
九
三
八
）、
安

倍
東
長
、
倭
朝
よ
り
坂
東
北
域
の
倭
化

せ
し
土
地
の
統
治
を
委
任
さ
る
。
こ
の

年
、
出
羽
の
民
が
武
器
を
得
て
、
安
倍
一

族
の
郷
蔵
を
襲
ふ
に
、
東
長
こ
れ
を
討

伐
し
、
そ
の
治
領
を
清
原
一
族
に
預
け

た
り
。
同
三
庚
子
年
、
坂
東
に
平
将
門
の

挙
兵
あ
る
も
、
敗
れ
て
死
し
、
そ
の
遺
臣
、

多
く
日
高
見
国
に
遁
住
す
。 

天
暦
六
壬
子
年
（
九
五
二
）、
安
倍
国 

 

東
、
白
河
に
陣
を
な
し
、
倭
人
の
入
国
を 

 

許
さ
ず
。
天
徳
三
己
未
年
（
九
五
六
）、

矢
巾
柵
を
築
く
。
応
和
二
壬
戌
年
（
九
六

二
）に
鳥
海
柵
な
り
、康
保
四
丁
卯
年（
九

六
七
）、
川
崎
、
厨
川
両
柵
の
築
成
を
み

た
る
な
り
。
安
和
二
己
巳
年
（
九
六
九
）

に
は
四
郎
丸
柵
を
築
き
、天
禄
二
辛
未
年

（
九
七
一
）、
厨
川
の
濠
で
き
る
。
天
延

三
乙
亥
年
（
九
七
五
）
に
は
、
会
津
柵
も

完
成
せ
り
。貞
元
二
丁
丑
年（
九
七
七
）、

閉
伊
に
鉄
山
を
開
き
、
天
元
五
壬
申
年

（
九
八
二
）、
東
日
流
石
塔
山
に
て
大
祭

す
。
永
観
二
甲
申
年
（
九
八
四
）
に
は
、

黒
沢
尻
柵
を
築
き
た
り
。 

寛
和
二
丙
戌
年
（
九
八
六
）、
安
倍
頻 

良
、
宗
家
日
之
本
将
軍
を
継
げ
り
。 

寛
政
十
年
十
二
月 

 

秋
田
孝
季 
和
田
吉
次 

 
 
 
 

 

こ
の
資
料
で
は
、
日
高
見
国
が
、
田
村
麻

呂
以
後
の
倭
朝
と
の
交
流
を
受
入
れ
、
対

等
の
立
場
を
保
ち
な
が
ら
、
馬
の
育
成
、
港

の
整
備
、
柵
の
増
築
と
防
衛
力
を
強
化
し

て
い
っ
た
時
期
に
、
安
倍
国
東
は
登
場
し

た
こ
と
が
わ
か
る
。 

し
か
し
、
他
の
国
東
関
連
の
資
料
を
見

る
と
、
国
東
の
活
躍
し
た
時
代
が
、
こ
の
資

料
と
食
い
違
う
も
の
が
見
う
け
ら
れ
る
の

で
、
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
く
。 

 

資
料
２ 

東
日
流
六
郡
誌
大
要p445 

 

「
奥
州
古
史
之
覇
」 

*

宝
亀
五
年
、
胆
沢
に
坂
東
浪
人
討
物 

 

を
し
て
白
河
関
を
抜
き
、亘
を
抜
き
て
多

賀
城
に
迫
れ
り
。敵
将
是
れ
よ
り
先
に
奥

州
に
仏
法
を
弘
布
せ
し
坂
上
田
村
麿
に

て
、
征
夷
大
将
軍
と
曰
ふ
。 

是
れ
に
応
戦
せ
る
は
胆
沢
県
主
阿
豆 

流
為
、
姥
戸
の
母
礼
郡
主
な
り
。
時
の
日 

 

之
本
将
軍
安
倍
国
東
は
築
紫
国
豊
に
大 

 

元
神
社
建
立
に
い
で
た
留
守
中
な
れ
ば
、 

阿
弓
流
為
は
母
礼
と
兵
を
併
せ
て
田
村 

麿
を
討
敗
り
た
る
よ
り
、
倭
朝
に
於
て 

は
和
睦
を
入
れ
た
る
も
是
を
阿
弓
流
為 

聞
入
ら
ざ
る
故
に
、
築
紫
に
あ
り
し
安 

倍
国
東
に
勅
使
を
な
し
、**

藤
原
緒
嗣 

菅
野
直
道
を
遣
し
た
り
。
そ
の
宣
に
曰 

く 方
今
為
天
下
泰
平
天
下
之
徳
政
也
。茲
留

軍
起
停
日
高
見
争
赦
捕
中
田
村
将
軍
解

獄
居
願
両
国
之
和
睦
者
也
。 

延
暦
二
十
三
年
八
月 

参
議
緒
嗣
華
押 

同
直
道
華
押 

 
 

 

賜 

大
元
神
社 

日
之
本
将
軍
国
東 

元
禄
十
二
年
八
月
二
日 

 

藤
井
伊
予 

 

*  

宝
亀
五
年
：（
七
七
四
年
）    

** 

藤
原
緒
嗣
菅
野
直
道
：「
日
本
後
紀
」
に 

は
、
菅
野
真
道
と
記
さ
れ
て
い
る
。
二 

人
と
も
桓
武
天
皇
の
代
の
参
議
。
国 

東
の
も
と
に
勅
使
と
し
て
行
っ
た
記 

 

録
は
な
い
が
、
延
暦
二
十
四
年
、
天
皇 

 

は
、
二
人
の
議
論
を
聞
い
て
、
緒
嗣
の 

提
案
を
受
入
れ
、
蝦
夷
征
伐
と
平
安 

京
造
営
を
停
廃
し
た
。 

 

資
料
３
「
東
日
流
外
三
郡
誌
第
一
巻
」
北
方

新
社 

p41 

 

承
和
甲
子
十
一
年
（
八
四
四
）、
安
倍 

 

国
東
日
下
将
軍
に
継
君
し
、
斉
衡
甲
戌 

元
年
（
八
五
四
）、
荒
吐
族
大
挙
し
て
胆 

沢
柵
を
焼
き
、
多
賀
城
を
焼
き
て
倭
軍 

を
こ
と
ご
と
く
誅
滅
す
。  

貞
観
甲
午
十
五
年
（
八
七
三
）、
倭
人 

多
く
出
羽
、
渡
島
に
移
住
し
、
荒
吐
族
の 

財
を
か
す
む
に
依
り
、
同
乙
未
十
六
年

（
八
七
四
）、
倭
人
を
追
討
し
て
国
土
を
護 

る
。 

*

元
慶
戊
戌
元
年
、
倭
人
の**

保
則
、
春 

 

風
ら
兵
を
陸
海
よ
り
秋
田
に
攻
め
、
荒 

吐
族
の
急
を
突
き
け
る
に
、
荒
吐
族
大 

い
に
敗
ら
る
も
、
安
倍
国
東
自
か
ら
荒 

吐
軍
を
ひ
き
へ
て
向
ふ
る
に
、
保
則
、
春 

風
ら
和
睦
し
て
帰
遁
す
。 

寛
政
六
年
五
月
七
日 

秋
田
孝
季 

 
 

明
治
十
一
年
八
月 

和
田
末
吉
再
書 

 

*  

元
慶
戊
戌
年
は
二
年
（
八
七
八
）
の
誤 

記
か
。 

** 

保
則
は
藤
原
保
則
、
春
風
は
小
野
春
風
。 
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資
料
４ 

「
和
田
家
資
料
二
」
丑
寅
日
本
紀

第
九 
序
言p121 

將
門
、
幼
少
の
頃
よ
り
文
武
二
道
に 

心
得
て
、丑
寅
ぞ
日
本
國
な
り
と
知
り
て

よ
り
、坂
東
よ
り
丑
寅
を
倭
朝
に
離
國
し

古
来
日
本
國
に
復
古
せ
ん
と
て
衣
川
に

君
臨
せ
し
日
本
將
軍
安
倍
國
東
に* 

天

慶
己
亥
年 

に
対
面
し
、
丑
寅
日
本
國
の

荒
覇
吐
五
王
の
復
古
を
契
し
て
坂
東
征

挙
に
兵
を
挙
ぐ
る
も
、**

八
兵
士
の
裏
切

即
ち
同
族
に
な
る
坂
東
八
平
氏
の
反
忠

に
て
討
死
せ
り
。 

天
永
壬
辰
年
十
月
一
日 

安
東
高
垣 

* 
 

天
慶
己
亥
年: 

天
慶
二
年
（
九
三
九
） 

** 

八
兵
士
：
八
平
氏
の
誤
記
か
。 

 
 資

料
５
「
東
日
流
六
郡
誌
大
要
」p987 

 

天
慶
の
乱
に
て
将
門
討
死
せ
る
後
、 

一
族
難
を
奥
州
に
脱
す
と
き
に
、
将
門 

に
楓
と
曰
ふ
遺
姫
あ
り
。
藤
原
秀
郷
豊 

田
の
里
に
楓
姫
の
行
方
を
自
か
ら
探
追 

 

せ
る
も
見
付
く
る
能
は
ず
。
忍
の
者
を 

し
て
奥
州
に
探
求
を
や
ま
ざ
る
な
り
。 

楓
姫
、
父
平
将
（
門
の
脱
字
か
？
）
母
安 

倍
国
東
が
二
女
辰
子
の
間
に
生
れ
し
姫 

な
り
。 

 寛
政
六
年
十
一
月
十
三
日 

 
 
  

 
 
 
 

秋
田
次
郎
孝
季 

   

資
料
６ 

「
和
田
家
資
料
一
」 

丑
寅
日
本

雑
記
全 

p294 

  
 

安
倍
国
東
の
と
き
荒
覇
吐
神
を
大
元 

師
神
、
亦
は
大
元
神
と
て
称
号
せ
し
在 

り
。
東
日
流
語
部
、
諸
國
に
走
り
て
正
傳 

せ
る
と
き
安
倍
日
本
將
軍
、
筑
紫
に
赴 

き
た
る
あ
り
。
語
印
を
遺
け
る
あ
り
、
己 

が
長
宿
の
地
を
國
東
と
て
號
け
遺
し
た 

る
事
あ
り
ぬ
。
爾
来
、
彼
の
地
に
國
東
た 

る
地
名
ぞ
遺
り
ぬ
。（
中
略
） 

康
暦
己
未
年
五
月
廿
日 

安
倍
庶
季 

  

資
料
７ 
和
田
家
資
料
一 

陸
奥
史
風
土

記 

第
三
巻 
p120 

 

日
之
本
は
彼
の
國
に
て
は
安
東
國
と 

稱
し
た
り
。
そ
の
と
き
に
あ
た
り
て
、
西 

國
は
倭
國
と
て
國
領
爭
い
て
安
し
き
な 

 

く
、
民
を
捕
へ
て
王
墓
を
築
か
し
む
こ 

と
朝
鮮
王
・
支
那
王
に
似
習
な
し
て
苦 

し
め
た
り
。
筑
紫
な
る
邪
馬
壹
國
の
亡 

ぶ
る
故
も
か
く
因
習
の
久
し
き
に
あ
り 

て
、
奥
州
に
船
漂
な
し
て
土
着
せ
る
民 

多
し
。
是
を
救
済
し
け
る
日
本
將
軍
ぞ 

安
倍
國
東
な
り
て
、
筑
紫
に
て
は
か
く 

救
済
地
の
湊
を
國
東
と
號
け
大
元
神 

社
・
姫
島
神
社
を
建
立
な
し
て
遺
せ
り 

と
曰
ふ
。
後
世
に
田
村
麿
將
軍
、
此
の
神 

を
奥
州
の
田
村
郡
に
分
靈
な
し
て
祀
り 

き
は
、
三
春
大
元
神
社
な
り
と
正
傳
す
。 

寛
政
六
年
七
月
二
日 

秋
田
孝
季 

三
春
倩
季
殿 

  

資
料
１
で
は
、
国
東
は
十
世
紀
後
半
の

人
で
あ
る
。 

資
料
２
で
は
、
延
暦
二
十
年
（
八
〇
一
〇
）、

征
夷
大
将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
が
阿
弖
流
為

と
戦
っ
た
頃
の
日
本
将
軍
は
国
東
で
あ
る
。 

資
料
３
で
は
、
承
和
十
一
年
（
八
四
四
）、

国
東
は
日
本
将
軍
を
継
君
。
ま
た
、
元
慶
二

年
（
八
七
八
）
の
乱
に
、
国
東
は
倭
国
の
藤

原
保
則
、
小
野
春
風
と
和
睦
し
て
い
る
。 

資
料
４
で
は
、
天
慶
二
年
（
九
三
九
）
に
将

門
と
国
東
は
対
面
し
て
い
る
。
ま
た
、
資
料

５
で
は
将
門
の
側
妻
辰
子
は
国
東
の
次
女

で
あ
る
。 

資
料
６
で
は
、
国
東
は
筑
紫
に
赴
き
、
語
印

を
遺
し
、
そ
の
地
を
国
東
と
号
け
て
い
る
。 

資
料
７
で
は
、
国
東
は
筑
紫
に
大
元
神
社
・

姫
島
神
社
を
建
立
し
て
い
る
。
後
世
に
田

村
麿
將
軍
、
此
の
神
を
奥
州
の
田
村
郡
に

分
靈
な
し
て
祀
っ
た
の
が
、
三
春
大
元
神

社
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
国
東
の
活
躍

し
た
時
代
を
特
定
で
き
な
い
。
天
平
四
年

（
七
三
二
）
頃
完
成
と
思
わ
れ
る
「
豊
後
風

土
記
」
に
は
、
国
崎
と
表
記
さ
れ
て
い
る
地

名
が
、
現
在
で
は
国
東
で
あ
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
こ
の
地
と
安
倍
国
東
の
繋
が
り

は
十
分
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
筑
紫
の

大
元
神
社
・
姫
島
神
社
の
建
立
も
ま
ん
ざ

ら
間
違
い
で
も
な
い
。
な
に
し
ろ
、
国
東
半

島
の
山
神
社
（
大
元
神
社
）
の
社
殿
前
に
、

岩
木
山
と
鷹
の
羽
と
獅
子
牡
丹
が
刻
印
さ

れ
た
扇
の
石
畳
が
あ
る
こ
と
を
、
今
回
私

達
は
見
て
き
た
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
桧
扇
鷹
羽
も
獅
子
に
牡

丹
も
安
倍
の
家
紋
で
あ
る
、
尤
も
桧
扇
鷹

羽
は
、
後
鳥
羽
院
が
安
東
貞
秀
に
、
鷹
羽
を

桧
扇
に
載
せ
て
賜
っ
た
こ
と
が
由
来
と
い

う
。（
参
照
「
東
日
流
六
郡
誌
絵
巻
全
」p245

）

国
東
よ
り
後
の
こ
と
に
な
る
の
だ
が
。 

 

私
た
ち
が
見
た
、
国
東
成
仏
郷
の
ペ
ト

ロ
グ
リ
フ
が
、
東
日
流
語
印
で
あ
る
な
ら

ば
、
国
東
が
筑
紫
に
滞
在
し
た
こ
と
の
証

に
な
る
し
、
何
よ
り
も
東
日
流
語
印
と
い

う
も
の
が
実
在
し
た
こ
と
の
証
に
な
る
の

で
、
期
待
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
の
は
残
念

だ
っ
た
。 
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古
代
史
エ
ッ
セ
ー
80 

「削
偽
定
実
」を
再
考
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 

日
野
市 

 

橘
髙 

修 
 

【
古
事
記
編
纂
の
詔
】 

古
事
記
序
に
天
武
天
皇
が
古
事
記
編
纂

を
指
示
し
た
時
の
詔
が
記
さ
れ
て
い
る
。 

こ
こ
に
（
天
武
）
天
皇
は
詔
し
た
。「
朕

は
聞
い
て
い
る
。
諸
家
か
ら
も
た
ら
さ
れ

た
帝
紀
及
び
本
辞
は
、
既
に
正
実
と
異
な

っ
て
い
て
、
多
く
の
虚
偽
が
加
え
ら
れ
て

い
る
、
と
。
今
が
そ
の
過
ち
を
改
め
る
時
で

あ
る
。
幾
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
間
違
っ

た
言
い
伝
え
を
消
滅
し
た
い
。
国
家
形
成

の
経
緯
は
国
を
統
一
す
る
た
め
に
肝
要
な

こ
と
で
あ
る
の
で
、
帝
紀
を
選
び
な
お
し

て
旧
辞
の
真
偽
を
定
め
直
し
、
偽
り
を
削

っ
て
事
実
で
あ
る
こ
と
を
確
定
し
て
、
後

世
に
伝
え
よ
う
と
思
う
。」（
拙
訳
） 

そ
の
時
点
で
天
武
の
手
元
に
あ
る
諸
家

か
ら
集
め
ら
れ
た
史
料
は
、
大
幅
に
虚
偽

が
加
え
ら
れ
て
い
て
史
実
と
異
な
っ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
、
と
自
分
の
判
断
で
は

な
く
専
門
家
の
意
見
で
あ
る
こ
と
を
前
提

に
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
だ
と
将
来
の
人

た
ち
が
間
違
っ
た
認
識
を
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
、
今
「
削
偽
定
実
」
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
の
判
断
で

は
な
く
有
識
者
の
見
解
で
、
自
分
の
た
め

で
は
な
く
後
の
人
が
正
し
く
歴
史
を
認
識

す
る
た
め
に
、
正
し
い
歴
史
書
を
作
り
直

す
、
と
述
べ
て
い
る
。
決
し
て
自
分
の
た
め

と
は
言
わ
な
い
と
こ
ろ
が
古
今
東
西
の
為

政
者
た
ち
の
習
癖
ら
し
い
。 

【
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
記
定
の
詔
】 

天
武
紀
十
年
三
月
条
で
、
天
武
は
川
島

皇
子
・
忍
壁
皇
子
な
ど
十
二
名
の
群
臣
た

ち
を
大
極
殿
に
集
め
て
、
天
皇
み
ず
か
ら

「
帝
紀
及
び
上
古
の
諸
事
」
を
記
定
す
る

こ
と
を
命
令
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
上

記
し
た
古
事
記
序
に
記
さ
れ
た
古
事
記
編

纂
の
詔
と
符
合
し
て
い
る
。
古
事
記
を
編

纂
し
た
太
安
万
侶
は
日
本
書
紀
を
ま
だ
見

て
い
な
い
の
で
、
古
事
記
序
に
記
さ
れ
た

天
武
の
詔
が
天
武
紀
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い

る
の
は
、
原
史
料
が
共
通
で
あ
る
か
日
本

書
紀
が
古
事
記
序
を
参
照
し
た
か
の
い
ず

れ
か
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
序
に
記
さ
れ
た

詔
は
、
天
武
紀
の
詔
に
加
え
て
具
体
的
な

内
容
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

【「
削
偽
定
実
」
の
本
来
の
意
味
】 

古
事
記
序
の
天
武
の
詔
に
は
、
支
配
権

を
得
た
者
が
自
分
自
身
の
血
脈
が
国
王

（
天
皇
）
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
や
、
権

力
を
得
た
経
緯
が
道
理
に
か
な
っ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
な
ど
を
世
の
中
に
示
し
て
お

き
た
い
と
い
う
欲
求
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、
事
実
（
史

実
）
の
ま
ま
で
は
天
皇
と
し
て
ふ
さ
わ
し

く
な
い
面
や
、
表
面
化
さ
せ
た
く
な
い
不

都
合
な
出
来
事
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の

で
、
天
皇
に
な
っ
た
自
分
に
と
っ
て
都
合

が
良
い
よ
う
に
歴
史
を
作
り
上
げ
て
そ
れ

を
後
の
世
に
伝
え
て
ほ
し
い
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

【
倭
国
と
日
本
国
の
併
存
】 

漢
籍
な
ど
に
よ
る
と
、
天
武
天
皇
が
政

権
を
獲
得
し
た
７
世
紀
後
半
に
は
倭
国
と

日
本
国
が
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ま
で
の
日
本
列
島
の
最
大
勢
力
は
倭

国
で
あ
り
、
新
興
の
日
本
国
へ
の
移
行
過

程
に
あ
っ
た
。
天
武
は
壬
申
の
乱
の
勝
利

に
よ
っ
て
（
あ
る
い
は
勝
利
を
き
っ
か
け

に
し
て
）
政
権
を
獲
得
し
た
。
日
本
書
紀
に

よ
る
と
、
壬
申
の
乱
は
天
武
に
と
っ
て
は

近
江
朝
廷
か
ら
身
を
守
る
た
め
の
正
当
な

戦
い
だ
っ
た
。
七
世
紀
後
半
に
、
倭
国
か
ら

日
本
国
へ
の
移
行
に
つ
な
が
る
よ
う
な
出

来
事
は
壬
申
の
乱
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
政
権
交
代
の
大
き
な
き
っ
か
け
と

な
っ
た
可
能
性
は
大
き
い
。 

【
天
武
天
皇
の
血
脈
】 

前
述
し
た
よ
う
に
、
天
武
は
天
皇
と
し

て
の
正
統
な
血
脈
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。 

紀
元
５
７
年
に
後
漢
光
武
帝
か
ら
金
印

を
賜
与
さ
れ
た
「
委
奴
国
王
」
以
来
隋
書
俀

国
伝
の
多
利
思
北
孤
の
国
ま
で
本
拠
は
九

州
に
あ
っ
た
。
倭
国
で
あ
る
。
７
世
紀
中
頃

以
降
半
島
情
勢
が
大
き
く
乱
れ
始
め
た
時

に
（
羅
唐
同
盟
、
百
済
滅
亡
、
白
村
江
戦
、

高
句
麗
滅
亡
、
羅
唐
戦
争
な
ど
）、
倭
国
は

九
州
に
本
拠
が
あ
る
こ
と
に
危
険
を
感
じ

て
、
近
畿
地
方
や
そ
の
他
の
地
域
に
遷
都

す
る
こ
と
を
画
策
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

明
確
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
史
書
が
存
在

し
な
い
の
で
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え

な
い
。
天
武
が
命
じ
た
「
撰
錄
帝
紀
、
討
覈

舊
辭
、
削
僞
定
實
」
に
よ
っ
て
、
記
録
が
失

わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

帝
紀
を
撰
錄
仕
直
そ
う
と
し
た
こ
と
は
、

天
武
が
多
利
思
北
孤
ま
で
の
血
脈
の
主
流

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
帰
結
す
る
。 

【
記
・
紀
と
倭
国
の
関
係
】 

古
事
記
序
に
は
史
書
を
編
纂
し
よ
う
と

し
た
天
武
の
意
図
が
記
さ
れ
て
い
る
。
同

様
な
こ
と
は
権
力
を
奪
取
し
た
多
く
の
為

政
者
に
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
編
纂
を

命
じ
ら
れ
た
史
官
に
は
差
し
さ
わ
り
の
な

い
部
分
に
つ
い
て
は
少
し
で
も
多
く
の
史

実
を
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
心
理
が
働

く
こ
と
も
事
実
だ
ろ
う
。
特
に
近
過
去
に

つ
い
て
は
、
周
囲
の
多
く
の
人
々
の
記
憶

に
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
の
で
ウ
ソ

を
書
く
こ
と
に
は
抵
抗
感
が
生
じ
る
。
日

本
書
紀
の
場
合
は
読
者
に
唐
の
支
配
者
層

を
も
想
定
し
て
い
る
の
で
、
唐
に
と
っ
て

自
明
な
こ
と
を
書
き
か
え
る
こ
と
は
難
し

か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

日
本
書
紀
も
古
事
記
も
日
本
国
の
歴
史

書
で
あ
る
。
自
国
の
こ
と
を
「
倭
国
」
と
は

記
し
て
い
な
い
。「
倭
国
」
の
歴
史
を
盗
用

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、「
倭
国
」
に
な
り

す
ま
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

て
、「
邪
馬
壹
国
」、「
倭
の
五
王
」、「
多
利

思
北
孤
」
な
ど
は
出
番
が
な
い
。
倭
国
王
の

｢

三
種
の
神
器
」
も
神
武
時
代
以
降
に
は
登

場
し
て
い
な
い
。 
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近
畿
ヤ
マ
ト
王
権
に
よ
る
初
の
中
国

遣
使
は
咸
亨
元
年
で
あ
る 

世
田
谷
区 

 

國
枝 

浩 
 

 
 

 

一
．
孝
徳
紀
の
遣
使
記
事 

『
日
本
書
紀
』
は
図
ら
ず
も
中
国
へ
の

初
の
遣
使
が
咸
亨
元
年
（
６
７
０
年
）
で
あ

っ
た
こ
と
を
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
ま
ず
こ
の
点
か
ら
議
論
を
始
め

て
み
た
い
。 

 

（
一
）
孝
徳
紀
に
お
け
る
唐
へ
の
遣
使
記

事 
 孝

徳
紀
の
白
雉
五
年
（
６
５
４
年
）
に
書

か
れ
て
い
る
、
唐
へ
の
高
向
史
玄
理
ら
の

遣
使
団
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
る
。 

「（
唐
の
）
天
子
に
観
え
奉
る
。
是
に
、
東

宮
監
門
郭
丈
挙
、
悉
に
日
本
国
の
地
里
及

び
国
の
初
め
の
神
の
名
を
問
ふ
。
皆
問
に

随
ひ
て
答
え
つ
」 

こ
の
使
者
の
報
告
を
ど
の
よ
う
に
受
け

止
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
で
は
、

ま
る
で
初
対
面
の
者
に
よ
る
「
自
己
紹
介
」

の
レ
ベ
ル
の
内
容
だ
と
私
は
思
う
。
そ
し

て
、
こ
の
記
事
に
は
い
く
つ
も
の
疑
問
符

が
付
く
。 

一
つ
に
は
、
孝
徳
天
皇
の
遣
い
が
な
ぜ

今
さ
ら
唐
に
自
己
紹
介
を
す
る
必
要
が
あ

る
の
か
。『
日
本
書
紀
』
は
す
で
に
語
っ
て

い
た
。
神
功
皇
后
紀
、
推
古
紀
、
舒
明
紀
に

中
国
へ
の
遣
使
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
孝

徳
紀
以
前
の
こ
れ
ら
の
遣
使
団
は
、
自
国

の
地
理
的
な
位
置
、
信
仰
す
る
神
や
王
の

名
を
中
国
に
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
中
国
は
遣
使
者
が
ど
こ

の
国
の
ど
の
王
の
遣
い
と
し
て
来
て
い
る

の
か
に
関
心
を
持
た
ず
、
ま
た
記
録
も
せ

ず
に
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
中
国
か
ら
も
裴

世
清
や
高
表
仁
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
あ
っ
た
。
彼
ら
も
中
国
に
帰
国
し
て
か

ら
遣
使
の
報
告
を
し
な
か
っ
た
と
で
も
い

う
の
で
あ
ろ
う
か
。 

二
つ
に
は
、
こ
の
文
面
で
は
遣
使
団
は

自
ら
自
主
的
に
自
己
紹
介
を
し
た
の
で
は

な
く
、
唐
か
ら
質
問
を
さ
れ
て
受
動
的
に

答
え
た
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。

「
問
わ
れ
た
」、「
答
え
た
」
に
そ
の
こ
と
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う

な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

三
つ
に
は
、「
皆
、
答
え
た
」、「
悉
（
こ

と
ご
と
）
に
」
と
あ
る
が
、
そ
う
い
う
か
ら

に
は
「
唐
」
か
ら
の
質
問
は
一
つ
や
二
つ
の

こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
印
象
を
持
た

せ
る
。 

こ
れ
ら
の
疑
問
点
に
つ
い
て
の
回
答
を

述
べ
て
し
ま
え
ば
、
近
畿
ヤ
マ
ト
王
権
（
後

の
日
本
国
）
に
よ
る
中
国
へ
の
遣
使
は
「
早

く
と
も
」
孝
徳
朝
ま
で
は
「
な
か
っ
た
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
神
功
皇
后
紀
、

推
古
紀
、
舒
明
紀
の
中
国
へ
の
遣
使
は
虚

偽
報
告
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
孝
徳
紀

は
図
ら
ず
も
表
明
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

一
言
、
述
べ
て
お
き
た
い
。『
日
本
書
紀
』

の
神
功
皇
后
紀
、
推
古
紀
、
舒
明
紀
に
対
中

国
遣
使
記
事
が
「
あ
っ
た
」
で
は
な
い
か
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
幾

つ
か
は
史
実
で
は
な
い
か
と
考
え
る
圧
倒

的
多
数
の
人
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
私
の
述
べ
る
こ
と
は
「
意

味
不
明
」、「
間
違
え
て
い
る
」
と
理
解
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
は
そ
れ
ら
の
国
交

は
「
な
か
っ
た
」
と
理
解
し
て
お
り
、
そ
れ

を
こ
こ
で
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
古
田
武
彦
氏
も
神
功
皇
后
紀
は
論

外
と
し
つ
つ
も
、
推
古
紀
、
舒
明
紀
の
中
国

と
の
遣
使
は
「
あ
っ
た
」
と
認
定
し
て
い
る

の
で
、
古
田
古
代
史
学
を
支
持
す
る
人
々

の
圧
倒
的
多
数
、
い
や
ほ
ぼ
全
員
が
私
の

考
え
が
誤
っ
て
い
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。 

 

そ
の
古
田
氏
の
次
の
見
解
で
あ
る
。
古

田
氏
の
次
の
見
解
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
私
の
議
論
が
不
当
で
は
な
い
こ
と
を

述
べ
て
み
た
い
。 

 

（
二
）
古
田
武
彦
氏
の
理
解
を
も
と
に
し

て 

孝
徳
紀
の
遣
使
記
事
に
関
し
て
、
古
田

武
彦
氏
の
『
失
わ
れ
た
九
州
王
朝
』 

第
四

章
の
二
．「
代
表
王
者
は
い
つ
交
代
し
た
か
」

に
お
け
る
解
釈
で
あ
る
。『
旧
唐
書
』
日
本

国
伝
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

孝
徳
紀
に
は
「
国
号
・
歴
史
・
地
理
の
資

料
基
礎
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

の
と
き
、
例
の
〝
其
の
人
、
入
朝
す
る
者
、

多
く
自
ら
矜
大
、
実
を
以
て
対
え
ず
。
故
に

中
国
焉
を
疑
う
〟
と
い
う
、
唐
朝
側
の
第

一
回
の
判
断
も
ま
た
、
生
ま
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
旧
唐
書
』
の

記
載
は
、『
日
本
書
紀
』
の
記
載
と
密
に
相

呼
応
し
、
唐
朝
と
日
本
国
と
の
交
渉
の
黎

明
期
を
告
げ
て
い
る
。」『
旧
唐
書
』
の
こ
の

部
分
に
は
年
代
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
し

か
し
、
こ
れ
と
同
種
の
記
述
が
『
新
唐
書
』

日
本
伝
に
も
あ
り
、
そ
の
時
期
が
咸
亨
元

年
（
６
７
０
年
）
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
念
頭
に
置
い
て
話
を
進
め
た
い
。 

 

こ
こ
で
の
古
田
氏
に
よ
る
印
象
的
な
言

葉
で
あ
る
。「
第
一
回
の
唐
の
側
の
日
本
国

へ
の
印
象
」、「
国
交
の
黎
明
期
を
告
げ
る
」。

し
か
も
、
そ
れ
が
咸
亨
元
年
の
状
況
で
あ

る
こ
と
に
違
い
な
い
。
す
る
と
、
古
田
氏
と

私
は
意
見
が
一
致
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。

「
孝
徳
朝
が
中
国
へ
の
遣
使
を
初
め
て
行

っ
た
。
そ
し
て
、
孝
徳
紀
は
そ
の
と
き
の
状

況
を
図
ら
ず
も
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
」、
と
。 

し
か
し
、
氏
は
『
日
本
書
紀
』
の
推
古
朝
、

舒
明
朝
の
遣
使
を
も
承
認
し
て
い
る
。
時

代
の
順
序
か
ら
言
え
ば
推
古
朝
の
時
代
が

「
第
一
回
」、「
黎
明
期
」
に
な
る
は
ず
だ

（
注
１
）。
そ
し
て
舒
明
紀
が
二
回
目
に
な

る
。
氏
は
自
己
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

（
注
１
） 

古
田
氏
は
『
失
わ
れ
た
九
州
王

朝
』
で
は
推
古
朝
の
時
代
に
遣
使
関
係
が



- 12 - Furutakai No.217 Jul.2024 
あ
っ
た
の
は
隋
と
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
『
古
代
は
輝
い
て
い
た
』
第
四
章
な

ど
で
は
撤
回
し
、
遣
使
の
相
手
は
唐
だ
と

変
更
し
て
い
た
。 

 

他
方
、
仮
に
白
雉
五
年
（
６
５
４
年
）
に

「
孝
徳
朝
が
近
畿
ヤ
マ
ト
の
王
権
で
初
め

て
中
国
に
遣
使
し
た
」
と
す
る
。
そ
れ
は
そ

れ
で
別
の
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

中
国
の
史
書
に
は
孝
徳
朝
の
遣
使
に
該
当

す
る
記
事
は
な
い
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
後

に
詳
述
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
孝
徳
紀
の

遣
使
記
事
と
『
旧
唐
書
・
新
唐
書
』
の
日
本

（
国
）
伝
の
記
事
は
極
め
て
類
似
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
古
田
氏
の
指
摘
は

見
事
で
あ
っ
た
。
上
の
引
用
か
ら
の
再
録

で
あ
る
。
孝
徳
紀
に
お
け
る
記
事
に
つ
い

て
氏
は
、
一
方
で
「
唐
朝
側
の
第
一
回
の
判

断
も
ま
た
、
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」、

さ
ら
に
「
唐
朝
と
日
本
国
と
の
交
渉
の
黎

明
期
を
告
げ
て
い
る
」
と
述
べ
、
他
方
で
そ

れ
が
『
旧
唐
書
』
日
本
国
伝
の
「
其
の
人
、

入
朝
す
る
者
、
多
く
自
ら
矜
大
、
実
を
以
て

対
え
ず
。
故
に
中
国
焉
を
疑
う
」
に
「
相
呼

応
」
し
て
い
る
、
と
。 

古
田
氏
が
愛
用
す
る
言
葉
を
借
り
れ
ば
、

孝
徳
朝
の
遣
使
の
年
（
６
５
４
年
）
は
、
実

際
の
遣
使
の
年
（
６
７
０
年
）
か
ら
は
１
６

年
（
＝
６
７
０―

６
５
４
）
の
「
ズ
ラ
シ
」

が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
以
上
か
ら
古
田
氏
も
、
咸
亨
元
年

以
前
の
『
日
本
書
紀
』
の
対
中
国
遣
使
記
事

は
す
べ
て
「
な
か
っ
た
」
と
結
論
付
け
る
こ

と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
私
は
「
な
か

っ
た
」
こ
と
を
さ
ら
に
唐
書
類
を
根
拠
に

し
て
論
証
し
て
み
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
．『
旧
・
新
唐
書
』
日
本
（
国
）
伝
の
解

釈
に
つ
い
て 

 

最
初
に
周
知
の
基
礎
資
料
を
見
て
お
き

た
い
。 

『
旧
唐
書
』
倭
国
伝 

倭
国
と
は
、
古
の
倭
奴
国
で
あ
る
。
京
師

か
ら
一
万
四
千
里
、
新
羅
の
東
南
の
大
海

中
に
在
り
、
山
島
に
拠
っ
て
暮
ら
す
。
東
西

に
五
カ
月
の
行
程
、
南
北
に
三
カ
月
の
行

程
。
代
々
中
国
と
通
じ
て
い
る
。 

 

『
旧
唐
書
』
日
本
国
伝 

 

日
本
国
は
倭
国
の
別
種
で
あ
る
。
そ
の

国
は
日
の
出
の
場
所
に
あ
る
の
で
、
日
本

と
名
付
け
た
。
あ
る
い
は
曰
う
、
倭
国
は
自

ら
そ
の
名
が
雅
で
な
い
の
を
嫌
い
、
改
め

て
日
本
と
し
た
。
あ
る
い
は
云
う
、
日
本
は

昔
、
小
国
だ
っ
た
が
倭
国
の
地
を
合
わ
せ

た
と
。
そ
こ
の
人
が
入
朝
し
た
が
、
多
く
は

う
ぬ
ぼ
れ
が
大
き
く
て
不
誠
実
な
対
応
だ

っ
た
の
で
、
中
国
は
こ
れ
を
疑
う
。
ま
た
、

そ
の
国
の
界
は
東
西
南
北
に
各
数
千
里
、

西
界
と
南
界
は
い
ず
れ
も
大
海
に
至
り
、

東
界
と
北
界
は
大
山
が
あ
り
、
限
界
と
な

し
、
山
の
外
は
、
す
な
わ
ち
毛
人
の
国
だ
と

云
う
。 

 

『
新
唐
書
』
日
本
伝 

咸
亨
（
か
ん
こ
う
）
元
年
（
６
７
０
年
）、

遣
使
が
高
麗
平
定
を
祝
賀
。
使
者
自
ら
言

う
に
は
、
後
に
や
や
夏
音
（
漢
語
）
を
習
得

し
、
倭
名
を
惡
み
、
日
本
と
改
号
し
た
。
国

は
日
の
出
ず
る
所
に
近
い
の
で
国
名
に
し

た
。
或
い
は
云
う
、
日
本
は
小
国
で
、
倭
に

併
合
さ
れ
た
故
に
、
そ
の
号
を
冒
す
と
。
使

者
に
は
情
実
が
無
い
故
に
こ
れ
を
疑
う
。

ま
た
、
そ
の
国
都
は
四
方
数
千
里
、
南
と
西

は
海
に
尽
き
、
東
と
北
は
大
山
が
限
界
と

な
る
と
妄
り
に
誇
る
。
そ
の
外
は
毛
人
だ

と
も
云
う
。 

 

（
一
）
日
本
国
の
「
自
ら
言
う
」
こ
と
が
疑

わ
れ
て
い
る 

 

『
旧
唐
書
』
倭
国
伝
と
『
旧
・
新
唐
書
』

日
本
（
国
）
伝
の
違
い
と
し
て
注
目
す
る
べ

き
こ
と
は
、
倭
国
伝
に
は
「
中
国
と
代
々
通

ず
」
と
あ
る
。
遣
使
関
係
が
何
回
も
実
際
に

あ
っ
た
こ
と
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
唐
側
の
日
本
（
国
）
伝
に
は
そ
の
よ
う

な
記
述
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
咸
亨
元
年

が
「
初
回
で
あ
る
」
と
解
す
る
こ
と
は
不
当

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ほ
ぼ
孝
徳
紀
の
自
己

紹
介
記
事
に
対
応
す
る
。 

さ
ら
に
、
倭
国
伝
に
は
「
自
ら
言
う
・
云

う
・
曰
う
」
が
無
い
。
倭
国
の
こ
と
は
、
今

さ
ら
言
わ
れ
な
く
て
も
分
か
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
日

本
（
国
）
伝
で
は
日
本
国
人
は
日
本
国
の
様

子
や
地
理
な
ど
が
問
わ
れ
、「
自
ら
言
う
・

云
う
・
曰
う
」
と
そ
れ
に
答
え
た
の
で
あ
ろ

う
。
孝
徳
紀
に
書
か
れ
た
、
問
わ
れ
た
こ
と

に
「
皆
」、「
悉
に
」
答
え
た
と
い
う
場
面
の

唐
側
の
表
現
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の

回
答
内
容
が
「
疑
わ
れ
」、
さ
ら
に
そ
れ
ら

の
回
答
に
、「
う
ぬ
ぼ
れ
て
い
る
」、「
矜
大
・

妄
誇
（
み
だ
り
に
ほ
こ
る
）」
と
感
じ
ら
れ
、

ま
た
日
本
国
人
の
発
言
は
「
不
誠
実
」
だ
と

い
う
否
定
的
な
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。 

 

日
本
国
人
の
ど
れ
か
一
つ
、
二
つ
の
発

言
が
「
疑
わ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

ど
れ
か
一
つ
、
二
つ
の
発
言
が
「
妄
り
に
誇

っ
て
い
る
」
と
唐
側
に
感
じ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
日
本

国
の
使
者
そ
の
も
の
が
「
多
く
は
う
ぬ
ぼ

れ
が
大
き
く
不
誠
実
」、
そ
し
て
「
使
者
に

は
誠
実
さ
が
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
発

言
者
の
い
わ
ば
「
人
格
批
判
」
と
も
い
え
る

内
容
で
あ
る
。
発
言
者
の
誠
実
さ
が
疑
わ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
発
言
内
容
に

つ
い
て
も
「
疑
わ
れ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る

ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

（
二
）『
旧
唐
書
』
と
『
新
唐
書
』
日
本
（
国
）

伝
に
つ
い
て
の
私
の
解
釈 

 

咸
亨
元
年
（
６
７
０
年
）
の
時
点
で
、
唐

は
日
本
国
の
状
況
を
把
握
で
き
て
い
な
か

っ
た
。
こ
の
事
態
を
私
は
「
唐
書
的
状
況
」

と
呼
ん
で
い
る
。
神
功
皇
后
の
対
中
国
遣

使
記
事
に
始
ま
り
、
推
古
天
皇
、
舒
明
天
皇
、

孝
徳
天
皇
、
斉
明
天
皇
の
遣
使
記
事
は
す
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べ
て
虚
偽
報
告
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中

国
で
は
近
畿
ヤ
マ
ト
の
王
権
に
つ
い
て
は

何
も
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
日
本
国

に
よ
る
中
国
へ
の
初
見
参
、
初
の
遣
使
だ

か
ら
で
あ
る
。
倭
国
伝
と
の
違
い
に
そ
れ

は
現
れ
て
い
る
。
ま
た
他
方
で
、
咸
亨
元
年

の
初
の
来
唐
ま
で
近
畿
ヤ
マ
ト
王
権
の
側

で
も
、
九
州
倭
国
と
中
国
と
の
長
き
に
わ 

た
る
遣
使
関
係
な
ど
に
つ
い
て
何
も
把
握

で
き
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

①
日
本
（
国
）
伝
の
咸
亨
元
年
の
記
事
は
、

「
日
本
国
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
」

で
あ
る
。 

唐
は
日
本
国
の
使
人
の
語
っ
た
こ
と
が

「
真
実
で
あ
る
」
と
は
記
録
し
て
い
な
い
。

つ
ま
り
、
発
言
内
容
の
ど
れ
が
真
実
で
あ

る
か
、
と
い
う
判
断
を
下
し
て
い
な
い
。
む

し
ろ
、「
全
体
と
し
て
」
唐
は
「
疑
っ
た
」

の
で
あ
る
。
史
実
と
い
え
る
こ
と
は
「
記
述

さ
れ
た
よ
う
な
発
言
が
あ
っ
た
こ
と
」
だ

け
だ
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

②
以
下
で
も
触
れ
る
。 

日
本
（
国
）
伝
に
記
さ
れ
た
ど
れ
か
が
真

実
だ
と
語
っ
て
い
る
古
代
史
の
研
究
者
が

い
た
と
す
る
。
そ
の
よ
う
な
研
究
者
に
質

問
し
た
い
。 

一
つ
は
、『
旧
唐
書
』
で
は
「
日
本
国
が

倭
国
を
併
せ
る
」
の
に
対
し
て
『
新
唐
書
』

で
は
「
倭
国
が
日
本
国
を
併
せ
る
」
と
正
反

対
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
正

反
対
の
こ
と
が
そ
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
き

た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
日
本
（
国
）
伝
に
系
統
性
・

体
系
性
を
見
出
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

唐
側
の
混
乱
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
問
題

で
は
な
い
。 

 
 

二
つ
は
、「
日
本
（
国
）
伝
」
に
九
州
倭

国
の
人
間
が
登
場
し
、
発
言
す
る
こ
と
は

あ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
も
何
回
も
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
が
、
日
本
国
伝
に
九
州
倭
国
の
人
間
が

「
証
人
」
と
し
て
登
場
し
、
発
言
す
る
こ
と

は
な
い
。 

三
つ
は
、
発
言
の
ど
れ
か
が
「
真
実
だ
」

と
理
解
す
る
人
は
、
そ
の
後
の
事
態
を
知

る
後
代
の
判
断
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
咸
亨
元
年
時
点
で
の
「
唐
の
判
断
そ
れ

自
体
」
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

四
つ
は
、
三
と
も
関
わ
る
が
、「
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
へ
の
回
答
」
の
ど
れ
が
史
実
で
あ

る
の
か
と
い
う
評
価
は
、
解
釈
者
が
「
自
説

に
都
合
が
よ
い
発
言
を
採
用
す
る
」
こ
と

に
よ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
や
は
り
、

唐
の
判
断
そ
れ
自
体
」
で
は
な
い
。 

こ
の
説
の
一
つ
が
ヤ
マ
ト
王
権
、
つ
ま

り
『
書
紀
』
の
立
場
で
、「
倭
国
も
我
々
、

日
本
国
に
改
名
し
た
だ
け
」
と
い
う
主
張

で
あ
る
。 

そ
れ
と
は
反
対
に
、
例
え
ば
「
九
州
倭
国

が
日
本
国
に
自
ら
名
を
変
え
た
」
な
ど
の

解
釈
も
あ
る
。
古
田
氏
の
見
解
が
こ
れ
に

あ
た
る
。
氏
は
そ
の
代
表
例
と
言
え
よ
う

（
注
２
）。
そ
の
よ
う
な
「
先
入
観
」
を
も

っ
て
『
旧
・
新
唐
書
』
日
本
国
伝
を
読
ん
で

は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ

る
。
以
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
私
は
、

『
旧
・
新
唐
書
』
日
本
（
国
）
伝
を
理
解
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。 

（
注
２
） 

『
失
わ
れ
た
九
州
王
朝
』
第
四

章 

二
、『
旧
唐
書
』
の
史
料
的
価
値 

 

②
「
中
国
疑
焉
（
中
国
は
こ
れ
を
疑
う
）」 

日
本
（
国
）
伝
で
重
要
で
共
通
す
る
キ
ー
ワ

ー
ド
は
、
日
本
国
人
の
発
言
を
「
唐
が
疑
っ

た
」
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
が
持
つ
意
味

を
「
重
大
」
と
受
け
止
め
る
の
か
否
か
で
、

『
旧
・
新
唐
書
』
日
本
（
国
）
伝
の
理
解
に

大
き
な
差
が
出
て
く
る
。
当
然
そ
れ
次
第

で
、
倭
国
と
日
本
国
の
関
係
に
つ
い
て
の

解
釈
な
ど
も
異
な
っ
て
く
る
。 

 

（
三
）
こ
の
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
」
の
前

提
事
項 

 

①
日
本
国
か
ら
の
初
の
訪
中
で
あ
っ
た
た

め
、
唐
は
日
本
国
に
つ
い
て
把
握
し
て
い

な
か
っ
た
。
こ
れ
が
、
孝
徳
紀
の
遣
使
記
事

が
書
か
れ
た
状
況
と
一
致
す
る
。「
初
代
の

神
（
王
）
の
名
は
？
」、「
ど
こ
か
ら
来
た
の

だ
？
」
な
ど
。 

②
唐
は
日
本
列
島
を
「
多
元
的
」
に
見
て
い

た
で
あ
ろ
う
。
最
少
で
も
三
か
国
、
な
い
し

四
か
国
が
存
在
す
る
と
唐
は
認
識
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
九
州
倭
国
、
蝦
夷
国
、
毛
人

国
（
注
３
）、
そ
し
て
新
た
に
、
日
本
国
。

し
た
が
っ
て
、
唐
は
多
元
史
観
の
立
場
で

日
本
国
の
人
に
質
問
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
質
問
は
日
本
国
人
に
と
っ
て
は
き
わ

め
て
意
外
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

（
注
３
）
蝦
夷
国
と
毛
人
国
を
同
一
視
す

る
か
否
か
で
数
え
方
が
変
わ
る
だ
ろ
う
。 

  

九
州
倭
国
と
は
別
種
の
日
本
国
人
は
、

倭
国
と
の
関
係
を
問
わ
れ
る
。「
別
種
」
を

前
提
に
す
る
唐
か
ら
の
質
問
攻
め
に
対
し

て
、
日
本
国
人
も
当
初
は
「
別
種
」
の
立
場

で
答
え
ざ
る
を
得
な
い
。
一
方
が
他
方
を

「
併
せ
る
」
と
い
う
日
本
国
人
に
よ
る
回

答
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
別
種
」
だ

っ
た
こ
と
を
暗
黙
裡
に
告
白
し
て
い
る
。

当
初
は
、
唐
の
多
元
的
立
場
か
ら
の
質
問

に
対
し
て
、
多
元
的
に
（
倭
国
と
日
本
国
は

別
種
を
前
提
に
）
回
答
す
る
。
し
か
し
、
日

本
国
人
の
間
で
の
意
思
の
不
統
一
も
出
て

く
る
。「
日
本
（
舊
小
国
）
併
倭
国
之
地 

日

本
国
が
倭
国
を
併
せ
る
」（『
旧
唐
書
』）
と

回
答
す
る
者
も
い
た
。
反
対
に
、「
日
本
（
乃

小
国
）
為
倭
所
并 

日
本
国
を
倭
国
が
併

せ
る
」（『
新
唐
書
』）
と
回
答
す
る
者
も
い

た
。 

③
倭
国
と
の
国
交
史
か
ら
、
唐
の
知
る
国

や
事
柄
、
ま
た
王
の
名
な
ど
が
出
さ
れ
、
質

問
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
日
本
の
使
者
は
面

食
ら
う
で
あ
ろ
う
。
咸
亨
元
年
（
６
７
０
年
）

時
点
の
ヤ
マ
ト
側
の
驚
き
と
衝
撃
は
大
き

い
。
さ
ら
に
、
自
分
た
ち
以
外
に
、
そ
し
て

自
分
た
ち
に
先
立
っ
て
列
島
か
ら
中
国
に

遣
使
者
が
い
た
と
は
。 
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④
以
上
の
経
験
か
ら
ヤ
マ
ト
側
が
採
用
す

る
政
治
的
課
題
で
あ
る
。
王
の
系
列
の
確

立
、
史
書
の
必
要
性
、
中
国
の
制
度
を
学
ぶ

必
要
性
、
九
州
倭
国
の
歴
史
や
実
態
を
知

り
、
九
州
倭
国
と
近
畿
ヤ
マ
ト
と
の
関
係

を
明
確
に
す
る
、
中
国
や
九
州
倭
国
か
ら

情
報
収
集
、
禁
書
の
制
定
、
特
に
九
州
倭
国

の
文
書
類
の
収
集
、
な
ど
。 

 

（
四
）『
唐
会
要
』
か
ら 

ヤ
マ
ト
の
王
権
、
後
の
ヤ
マ
ト
朝
廷
（
日

本
国
）
は
咸
亨
元
年
（
６
７
０
年
）
以
降
、

徐
々
に
「
万
世
一
系
」
路
線
を
確
立
し
て
い

く
。『
唐
会
要
』
の
倭
国
伝
は
次
の
よ
う
に

述
べ
る
（
注
４
）。 

咸
亨
元
年
三
月 

遣
使
賀
平
定
高
麗 

爾
後
繼
来
朝
貢 

則
天
時 

自
言
其
國
近

日
出
・
・
・
・ 

こ
こ
に
は
咸
亨
元
年
か
ら
則
天
皇
后
の

治
世
（
６
９
０
年
か
ら
７
０
５
年
）
以
前
に

次
々
と
遣
使
に
来
た
（
爾
後
繼
来
朝
貢
）
と

あ
る
。
ま
た
則
天
時
に
も
来
た
と
も
判
断

で
き
る
。
唐
か
ら
学
ぶ
、
ま
た
衰
退
し
て
い

っ
た
倭
国
が
残
し
た
事
績
、
倭
国
の
転
向

者
な
ど
か
ら
情
報
を
収
集
し
、
自
ら
の
政

治
路
線
を
確
立
す
る
な
ど
の
準
備
は
こ
の

間
に
行
わ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
時
間
の
猶
予
と
ヤ
マ
ト
王
権
の
回
答

の
変
遷
が
重
要
に
な
る
。『
旧
・
新
唐
書
』

か
ら
は
あ
た
か
も
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
が
咸

亨
元
年
に
一
度
だ
け
行
わ
れ
、
長
安
三
年

の
粟
田
朝
臣
真
人
ら
の
遣
唐
使
ま
で
は

「
空
白
」
で
あ
っ
た
よ
う
な
印
象
を
持
た

せ
る
の
で
、「
唐
会
要
」
の
証
言
は
重
要
で

あ
ろ
う
。 

（
注
４
）『
唐
会
要
』
で
は
倭
国
伝
に
記
さ

れ
て
い
る
が
、
咸
亨
元
年
以
後
の
列
島
か

ら
の
遣
使
は
『
旧
・
新
唐
書
』
日
本
国
伝
の

記
述
に
よ
れ
ば
ヤ
マ
ト
王
権
（
後
の
日
本

国
）
の
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
。

詳
細
は
紙
数
の
都
合
で
省
く
。 

 

（
五
）
咸
亨
元
年
か
ら
ヤ
マ
ト
朝
廷
確
立

時
点
の
７
０
３
年
ま
で
の
唐
か
ら
の
質
問

と
ヤ
マ
ト
王
権
の
回
答
の
変
遷
を
次
の
表

で
示
す
。
変
遷
の
流
れ
は
別
種
か
ら
同
種

へ
、
多
元
史
観
か
ら
一
元
史
観
に
向
か
う
。 

 

三
．
咸
亨
元
年
ま
で
中
国
の
史
書
に
近
畿

ヤ
マ
ト
王
権
の
遣
使
の
記
述
が
な
い
理
由 

 

そ
の
理
由
は
様
々
に
語
ら
れ
て
き
た
。 

（
一
）
記
述
も
れ
と
い
う
説
も
あ
る
。
近
畿

か
ら
の
遣
使
は
『
書
紀
』
が
挙
げ
た
も
の
を

含
め
、
す
べ
て
中
国
の
史
書
に
は
記
載
が

な
い
。
卑
弥
呼
は
九
州
、
倭
の
五
王
も
九
州
、

多
利
思
北
孤
も
九
州
で
あ
っ
た
。
高
表
仁

も
九
州
に
来
た
。
裴
世
清
・
高
表
仁
が
難
波

や
飛
鳥
に
来
た
と
主
張
し
て
い
る
の
は

『
書
紀
』
と
そ
れ
を
信
じ
る
学
者
で
あ
る
。

『
書
紀
』
に
よ
っ
て
九
州
倭
国
の
事
績
が

簒
奪
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
。 

一
般
に
、
中
國
は
朝
貢
国
が
多
い
こ
と
を

誇
る
こ
と
を
常
に
し
て
き
た
。
朝
貢
に
来  

 
唐の質問事項 

ヤマト側の当初

の反応・回答 
ヤマト側の最終的回答 回答は唐に直接されたか 

ア 九州倭国との

関係は 

九州？倭国？ 九州との関係を強調する。 

倭国は我々の国。 

直接。我々は九州の出身。神武

東遷（征）。多数の九州地名。 

イ 卑弥呼、壹輿 

とは 

卑弥呼？壹輿だっ

て？ 

無し。唐には見抜かれている。 

答えられず。 

伝えず。『書紀』に書く。 

『魏志』、『西晋書』を読みながら。 

ウ 倭の五王は 

知ってるな 

倭の五王？讃・珍・

斉・興・武？ 

一字名に困惑。答えられず。 伝えず。『書紀』にも書けず。 

エ 多利思北孤は

有名な王だが 

多利思北孤？誰

だ？ 

「用明亦曰目多利思北孤（用明は

多利思北孤だと目すと亦曰う）」 

一世紀近く後に。 

漢風諡号は７６０年代以降。 

神武から称徳まで一気に伝え

る。 

オ 蝦夷国とは 

仲良くやってる

か 

蝦夷だって、毛深

い奴らか？ 

不明。毛人と同一視か。 『書紀』に「服わぬ民」と記す。 

斉明紀に津軽まで征討と記す。 

カ 改めて、 

倭国とは 

-――― 

徐々に、『書紀』『続紀』の立場が

確立されていく。倭国は我々。 

倭国が日本国と名を変えた。 

以上を強固に主張。 

直接。また、『古事記』の「倭」の一

部を『書紀』で日本に変更するこ

とで倭と日本が同一・同種を強く

自己主張。 
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た
国
々
を
記
載
し
な
い
こ
と
は
考
え
ら
れ

る
こ
と
で
は
な
い
。
記
載
が
な
い
こ
と
は

遣
使
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。 

 

（
二
）
あ
る
地
域
を
代
表
す
る
正
統
王
権

で
な
い
国
や
新
興
国
か
ら
の
遣
使
記
事
を

中
国
は
書
か
な
い
の
か
。
狗
奴
国
は
代
表

王
権
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
『
魏
志
』
に

記
さ
れ
た
。
卑
弥
呼
の
国
は
分
国
が
多
数

記
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
の
王
権
は
、
そ
れ

ら
の
国
よ
り
も
存
在
感
が
な
か
っ
た
。
蝦

夷
国
は
『
通
典
』、『
唐
会
要
』
に
記
さ
れ
た
。

ヤ
マ
ト
の
王
権
は
蝦
夷
国
ほ
ど
の
印
象
も

中
国
に
残
し
て
い
な
い
。
蝦
夷
国
は
唐
に

と
っ
て
新
参
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
。 

 

（
三
）
私
の
見
解
で
あ
る
。
日
本
の
古
代
史

で
四
世
紀
は
空
白
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由

は
、
中
国
の
史
書
に
列
島
に
つ
い
て
の
四

世
紀
の
記
載
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
記
紀

が
何
を
書
こ
う
と
も
。
と
い
う
こ
と
は
、
中

国
の
史
書
に
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
近

畿
ヤ
マ
ト
は
中
国
に
遣
使
し
て
い
な
か
っ

た
た
め
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ヤ
マ
ト
王
権
の
遣
使
も
「
空
白
」
で
あ
っ
た
。 

だ
か
ら
、
中
国
の
史
書
に
記
載
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。 

     

『和
田
家
文
書
』備
忘
録
７ 

 
 

遠
野
の
古
称
は
十
戸 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

港
区 

安
彦
克
己 

 

六
月
二
十
一
日
、
時
期
と
し
て
は
雨
空

を
覚
悟
し
て
い
た
が
、
目
的
地
の
遠
野
市

か
ら
は
遠
峰
の
早
池
峰
山
の
綠
ま
で
鮮
や

か
映
え
、
水
辺
の
菖
蒲
は
白
・
紫
が
今
は
盛

り
と
競
っ
て
い
た
。 

『
和
田
家
文
書
』
に
よ
れ
ば
、
遠
野
に
つ
い

て
は
、「
奥
州
閉
伊
遠
野
邑
の
古
稱
ぞ
、
十

戸
な
り
」（
注
①
）
と
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ

は
岩
手
県
民
も
余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

（
一
）「
遠
野
は
十
戸
」
な
の
か
を
改
め
て

検
証
し
て
み
た
。 

『
和
田
家
文
書
』
に
は
上
記
の
史
料
の
他

に
、
十
戸
イ
コ
ー
ル
遠
野
の
史
料
が
４
本

あ
る
。 

そ
の
一
例
を
次
に
挙
げ
よ
う
。（
注
②
） 

「
日
本
將
軍
自
か
ら
陸
奥
産
馬
の
秀
な
る

駒
を
産
ず
る
た
め
の
戸
を
造
り
ぬ
。
戸
と

は
牧
な
り
。
一
戸
よ
り
十
戸
ま
で
の
牧
は

糠
部
よ
り
遠
野
ま
で
区
あ
り
。
遠
野
と
は

十
戸
な
り
。」 

と
あ
り
、『
和
田
家
文
書
』
で
は
十
戸
＝
遠

野
の
観
点
で
書
か
れ
て
い
る
。 

で
は
、『
和
田
家
文
書
』
以
外
の
史
料
を

見
て
み
よ
う
。 

（
１
）
先
ず
、
南
部
利
直
が
根
城
南
部
二
十

二
代
直
義
に
寛
政
十
二
年
、
遠
野
へ
の
移

封
を
命
じ
た
際
に
交
付
し
た
、
当
時
の
生

産
高
を
詳
し
く
記
し
た
表
題
「
拾
戸
遠
野

村
付
之
目
録
」
と
す
る
朱
印
状
が
あ
る
。

（
写
真
は
模
写
） 

 

当
時
遠
野
の
地
は
荒
れ

果
て
て
お
り
、
そ
の
た
め

直
義
に
生
産
髙
の
目
録
を

提
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
 
 
 

模
写
史
料
を
公
表
し
た

同
市
城
下
町
資
料
館
は

「
遠
野
が
南
部
氏
の
十
番

目
の
領
地
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
」

と
の
見
解
を
示
し
た
。 

 

筆
者
は
こ
の
見
解
に
は
ク
エ
ッ
シ
ョ
ン

マ
ー
ク
で
、
拾
戸
遠
野
の
表
記
は
示
唆
に

富
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。 

（
２
）
次
ぎ
に
、
二
戸
市
淨
法
寺
歴
史
民
俗

資
料
館
に
あ
る
『
桂
泉
八
葉
山
天
台
寺
正

観
世
音
由
来
記 

全
』（『
由
来
記
』）
を
取

り
上
げ
よ
う
。 

同
資
料
館
に
は
同
様
の
史
料
四
本
を
所

蔵
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
室
町
か
ら
元

禄
時
代
ま
で
流
行
っ

た
民
間
芸
能
の
説
教

節
・
語
り
物
（
森
鴎
外

の
『
山
椒
大
夫
』
は
説

教
節
が
原
形
）を
記
述

し
た
も
の
で
、写
本
に

よ
っ
て
多
少
文
言
が

違
っ
て
い
る
。 

 

小
論
の
テ
ー
マ
に

限
定
し
て
そ
の
粗
筋

を
書
け
ば 

「
聖
武
天
皇
の
代
、
一
条
頼
家
は
子
ら
の

行
為
た
め
天
皇
の
不
興
を
買
い
、
甲
斐
国

守
を
解
任
さ
れ
、
陸
奥
二
戸
郡
浄
法
寺
に

流
さ
れ
る
。
残
さ
れ
た
御
台
所
は
五
人
の

姫
の
内
、
二
人
を
京
に
上
ら
せ
、
十
四
歳
の

若
松
と
三
人
の
姫
を
つ
れ
て
浄
法
寺
を
目

指
し
て
長
旅
に
出
る
。 
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母
子
五
人
の
道
中
は
、
下
総
で
過
労
の

た
め
月
の
前
姫
（
十
歳
）
を
喪
い
、
境
の
二

所
関
、
名
取
川
、
松
島
を
北
上
す
る
。
時
に

は
善
意
の
家
族
に
も
助
け
ら
れ
る
が
、
人

買
い
商
人
に
だ
ま
さ
れ
、
一
番
若
い
乙
姫

（
八
歳
）
は
殺
さ
れ
、
御
台
所
も
自
害
す
る
。

残
さ
れ
た
姉
（
よ
り
じ
ゃ
姫
）
と
弟
の
若
松

は
浄
法
寺
に
向
け
て
、
こ
ち
か
た
（
盛
岡
）

を
過
ぎ
、
か
り
や
（
沼
宮
内
）
で
は
子
に
恵

ま
れ
な
い
夫
婦

に
よ
り
じ
ゃ
姫

（
二
十
三
歳
）

を
世
継
ぎ
と
し

て
預
け
る
な
ど

し
て
、
若
松
一

人
が
浄
法
寺
に

た
ど
り
着
き
、

父
頼
家
と
面
会

を
果
す
。」 

こ
の
道
行
き

で
、
遠
野
周
辺

の
本
文
は
（
ラ

イ
ン
は
比
定
で

き
た
地
名
） 

「
急
ぐ
に
程

な
く
十
戸
宿
に

な
り
け
れ
ば
、

五
郎
申
す
よ
う
、

い
づ
く
ま
で
も

御
供
申
度
は
候

へ
ど
も
、
こ
れ

よ
り
東
の
里
に

そ
れ
が
し
の
親
の
候
へ
ば
、
す
ぐ
に
是
へ

参
度
候
。
気
仙
に
帰
る
も
の
な
ら
ば
じ
ゃ

け
ん
の
太
夫
の
手
に
、
を
り
せ
め
に
あ
わ

ん
も
口
お
し
く
候
へ
ば
、
親
を
尋
ね
て
参

る
な
り
。
御
い
と
ま
申
す
、
さ
ら
ば
と
て
、

ひ
が
し
を
さ
し
て
ぞ
行
き
に
け
る
。
さ
る

ほ
ど
に
兄
弟
の
人
々
は
さ
る
が
の
宿
に
付

給
ふ
。
こ
ち
か
た
へ
は
い
つ
く
へ
行
く
ぞ
、

と
と
ひ
給
へ
ど
も
、
お
し
え
る
人
も
あ
ら

ざ
れ
ば
、
た
ど
り
た
ど
り
て
大
久
保
や
、
谷

川
越
え
あ
や
め
の
里
、
林
の
と
ふ
げ
宮
の

盛
、
山
伏
と
う
げ
は
是
と
か
や
、
た
つ
そ
べ

川
を
打
わ
た
り
、
さ
さ
ま
の
宿
に
つ
き
給

ふ
。」 

と
あ
る
。
比
定
さ
れ
た
地
名
は
遠
野
地

域
の
地
名
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冒
頭
の
十

戸
は
遠
野
と
わ
か
る
。 

 

『
和
田
家
文
書
』
以
外
で
も
十
戸
か
ら
遠

野
に
な
っ
た
と
わ
か
る
史
料
が
あ
っ
た
。 

  

（
二
）
ま
た
『
和
家
家
文
書
』
に
は
十
戸
に

つ
い
て
（
注
②
）
の
史
料
に
あ
る
よ
う
に

「
陸
奥
産
馬
の
秀
な
る
駒
を
産
ず
る
た
め

の
戸
を
造
り
ぬ
。
戸
と
は
牧
な
り
。
一
戸
よ

り
十
戸
ま
で
の
牧
は
糠
部
よ
り
遠
野
ま
で

区
あ
り
」
と
あ
り
、
戸
な
る
地
名
と
馬
の
生

産
、
特
に
軍
用
馬
の
飼
育
に
関
す
る
史
料

が
多
い
。
ま
た
こ
の
戸
の
名
称
は
モ
ン
ゴ

ル
軍
の
十
進
法
と
関
係
が
あ
る
と
し
て
い

る
。
そ
の
史
料
を
挙
げ
る
と 

 

① 

モ
ン
ゴ
ル
見
聞
記
（
注
③
） 

「
古
老
の
語
る
を
聞
き
つ
る
に
、
騎
馬
な

る
は
十
戸
・
百
戸
・
千
戸
・
萬
戸
と
て
勢
を

な
す
と
曰
ふ
な
り
。」 

 

② 

閉
伊
戸
帳 

 

（
注
④
） 

「
古
話
に
東
海
千
里
を
隔
つ
北
イ
ン
デ
イ

國
よ
り
潮
に
乘
じ
て
渡
り
来
た
る
民
あ
り
。

（
略
） 

太
き
こ
と
六
尺
、
長
き
こ
と
五
十
間
の
丸

太
八
十
七
本
を
束
ね
た
る
大
筏
に
て
陸
州

糠
部
に
漂
着
せ
り
。
雄
駒
二
匹
・
雌
馬
十

匹
・
老
若
男
女
三
十
七
人
、
洋
上
何
事
の
難

な
く
漂
着
せ
り
と
曰
ふ
。
彼
の
國
ぞ
、
今
に

メ
リ
ケ
ン
と
ぞ
曰
ふ
な
り
。 

こ
れ
な
十
二
匹
の
馬
を
祖
に
し
て
そ
の
子

孫
大
い
に
殖
産
し
、
奥
州
馬
産
の
原
種
を

し
て
秀
馬
の
頂
比
類
な
か
り
け
る
な
り
。

一
方
、
羽
州
な
る
駒
ぞ
山
靼
に
し
て
背
低

き
も
、
陸
州
馬
ぞ
背
髙
く
駆
く
る
こ
と
疾

風
の
如
し
。
野
馬
と
な
り
て
人
に
飼
れ
ざ

る
馬
群
の
多
き
順
次
に
て
、
一
戸
・
二

戸
・
三
戸
・
四
戸
・
五
戸
・
六
戸
・
七

戸
・
八
戸
・
九
戸
・
十
戸
に
名
付
た
る
は

モ
ン
ゴ
ル
軍
の
戸
な
る
十
進
法
よ
り
用
い

た
り
と
曰
ふ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

文
政
二
年
七
月
九
日 

 
 

苫
部
地
金

作
」 

 

③
蒙
古
軍
之
事 

 

（
注
⑤
） 

「
チ
ン
ギ
ス
ハ
ン
と
曰
ふ
蒙
古
國
王
の
統

卆
せ
る
大
軍
騎
馬
の
無
敵
た
る
征
兵
史
は
、

全
兵
十
萬
に
し
て
軍
律
は
十
進
法
に
て
軍

謀
せ
り
。
卽
ち
十
戸
隊
・
百
戸
隊
・
千
戸
隊
・

萬
戸
隊
に
組
軍
な
せ
る
一
糸
亂
れ
ざ
る
一

統
軍
な
り
。」 

筆
者
は
モ
ン
ゴ
ル
軍
隊
が
十
進
法
で
組

織
し
て
き
た
と
す
る
証
を
見
い
だ
せ
な
い

で
い
た
。 

翌
日
訪
ね
る
予
定
の
盛
岡
市
の
報
恩
寺

の
史
料
を
検
索
し
て
い
る
中
で
、「
文
永
の

二行目に「二戸郡淨法寺の住僧」とある 
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役
」
か
ら
七
年
後
、
一
二
八
一
年
再
侵
攻
し

て
き
た
元
軍
（「
弘
安
の
役
」）
の
大
船
団
に

つ
い
て
『
和
田
家
文
書
』
で
は 

「
七
月
一
日
ま
た
ま
た
大
暴
風
雨
起
り
、

三
千
艘
の
元
船
は
肥
前
鷹
島
沖
に
沈
没
せ

り
。
依
て
、
元
軍
の
死
者
十
萬
人
災
死
せ
り
。

海
を
漂
ふ
破
船
は
、
は
る
か
奥
州
十
三
湊

ま
で
漂
着
し
、
安
東
船
が
是
を
助
け
て
山

靼
に
送
り
屆
け
た
る
數
、
一
萬
二
千
八
百

二
人
と
曰
ふ
な
り
。」（
注
⑥
） 

と
あ
る
。 

「
肥
前
鷹
島
」
は
佐
賀
県
伊
万
里
湾
鷹
島

町
の
こ
と
で
、
船
団
は
木
の
葉
の
よ
う
に

翻
弄
さ
れ
、
そ
の
海
域
で
船
団
は
沈
没
し

兵
は
溺
死
し
た
と
『
蒙
古
来
襲
絵
詞
』
は
伝

え
る
。 

一
九
八
〇
年
代
、
鷹
島
町
神
崎
で
潮
干

狩
り
を
し
て
い
た
地
元
民
が
青
銅
製
の
４
，

５
セ
ン
チ
四
方
の
印
を
発
見
し
た
。
印
鑑

に
は
「
管
軍
総
把
印
」
と
刻
ま
れ
て
、「
千

戸
の
長
を
意
味
す
る
」
と
解
さ
れ
た
。（
注

⑦
） 

モ
ン
ゴ
ル
軍
は
十
進
法
で
軍
隊
編
成
を
し

て
い
た
、
そ
の
証
が
発
見
さ
れ
た
。 

な
ら
ば
、
地
名
に
一
戸
か
ら
九
戸
ま
で

あ
り
、
十
戸
が
な
い
十
進
法
は
考
え
ら
れ

な
い
。
こ
こ
か
ら
も
遠
野
は
十
戸
か
ら
派

生
し
た
地
名
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る

と
知
れ
た
。 

 

（
注
） 

①
ウ
エ
ブ
・
東
日
流
六
郡
誌 

荷
薩
丁
安

日
彦
王
遺
跡 

閉
伊
安
倍
一
族
隱
里
、
遠

野
邑
之
事 

「
寛
政
十
二
年
九
月
一
日 

秋
田
孝
季
・

菅
江
眞
澄
・
和
田
長
三
郎
」 

② 

ウ
エ
ブ
・
北
鑑 

第
39
巻 

四
、 

③ 

ウ
エ
ブ
・
和
田
家
資
料 

北
斗
抄
４ 

 
 

「
天
明
二
年
八
月
一
日 

 

孝
季
記
」 

④ 

ウ
エ
ブ
・
和
田
家
資
料 
「
閉
伊
戸
帳
」 

⑤
ウ
エ
ブ
・
和
田
家
資
料 
丑
寅
日
本
紀 

第7 
 

⑥
ウ
エ
ブ
・
和
田
家
文
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

「
蒙
古
来
襲
之
事
」 

⑦
佐
伯
弘
次
『
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
の
衝
撃
』 

中
央
公
論
社 

二
〇
〇
三
年
一
月 

１
５

２
頁 

     

●
東
京
古
田
会
２
０
２
４
年
度
定
時
総
会

報
告 ５

月
２
５
日
（
土
）
八
丁
堀
区
民
館
に
て

２
０
２
４
年
度
定
時
総
会
が
２
０
名
弱
の

出
席
者
を
も
っ
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。(

そ

の
他
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者) 

 

会
則
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
た
議
長
よ
り
、

総
会
は
毅
然
と
進
め
ら
れ
２
０
２
３
年
度

の
活
動
報
告
、
会
計
報
告
及
び
２
０
２
４

年
度
の
活
動
方
針
、
予
算
、
役
員
と
担
当
が

審
議
さ
れ
ま
し
た
。
採
決
の
結
果
す
べ
て

の
議
案
が
提
案
通
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

以
下
に
２
０
２
４
定
時
総
会
資
料
を
添
付

い
た
し
ま
す
。 

 

第
２
部
は
新
庄
宗
昭
氏
に
よ
る
講
演
会
。 

タ
イ
ト
ル
は
「
時
代
の
画
期―

白
村
江
の

大
敗
」 

新
庄
氏
は
長
年
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す

藤
原
宮
先
行
条
坊
の
遺
構
解
釈
に
つ
い
て
、

藤
原
宮
の
載
る
地
層
を
剥
が
す
と
、
現
れ

た
街
路
網
と
生
活
痕
跡
、
こ
の
藤
原
宮
・
京

に
先
在
し
た
下
層
の
街
区
は
斉
明
朝
期
に

遡
る
条
坊
都
市
「
倭
京
」
で
あ
る
、
と
指
摘

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
倭
京
」
を
舞
台
に
繰

り
広
げ
ら
れ
た
歴
史
、
そ
れ
は
倭
国
は
唐

の
占
領
支
配
を
受
け
た
と
す
る
中
村
修
也

の
歴
史
観
に
も
と
ず
い
て
、
唐
の
羈
縻
支

配
の
中
で
行
わ
れ
た
、
烽
・
防
・
山
城
の
整

備
、
近
江
京
遷
都
、
壬
申
の
乱
、
こ
れ
ら
の

白
村
江
の
大
敗
を
画
期
と
す
る
歴
史
を
述

べ
ら
れ
て
、
そ
の
遺
構
の
解
釈
に
お
い
て

「
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
」
か
ら
出
発
し
て

い
る
従
来
説
で
は
な
く
、
若
い
研
究
者
は
、

斯
界
の
大
勢
に
め
げ
ず
、
邪
馬
壹
国
か
ら

大
宝
建
元
ま
で
、
不
合
理
な
歴
史
解
釈
を

自
ら
の
手
で
解
決
し
て
ほ
し
い
、
切
に
願

う
と
説
か
れ
ま
し
た
。 

      

会長 安彦　克己 (再任)

副会長 橘髙　修 (再任)：「古代史セミナー担当」

事務局長 斎藤　隆雄 (再任)

会計 中村　忠夫 (再任)：旅行会、リモート会議担当

会計監査 小嶋　康寛 (新任)

幹事 新保　高之 (再任)：勉強会担当兼施設担当

幹事 西坂　久和 (再任)

幹事 安信　千津子 (再任)：会計補佐

幹事 國枝　浩 (新任)

顧問 田中　巌

　　　　　２０２４年度役員と担当

＊監査役・佐藤高志は退任となりました。

https://kitakagami.seisaku.bz/k39.html
https://wadakeshiryou.seisaku.bz/22UshitoraNihonki_07.html
https://wadakeshiryou.seisaku.bz/22UshitoraNihonki_07.html
https://www.nippon.com/ja/ncommon/contents/japan-topics/2580820/2580820.jpg
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1 講演会

【定時総会講演】

タイトル ： 時代の画期―白村江の大敗

講 師 ： 新庄宗昭氏

実施日時 ： 5月25日(土)　午後2時から

会 場 ： 八丁堀区民館6号洋室

【講演会】

タイトル ： 天文学と古代史‥谷川の場合‥

講 師 ： 谷川清隆氏

実施日時 ： 6月9日(日)　午後2時30分から5時まで

会 場 ： 文京区民センター　2・A会議室

2 「古田武彦記念古代史セミナー2024」の実施

テ ー マ ： 東アジアから見た倭国から日本国へ

実 施 日 ： 11月9日(土)～10日(日)

会 場 ： 大学セミナーハウス(八王子)

主 催 ： 公益財団法人大学セミナーハウス

協 力 ： 多元的古代研究会、東京古田会、古田史学の会、東海古代研究会

3 東京古田会ニュースの隔月(奇数月)発行(216号～221号)

4 研修旅行

『和田家文書』関連　 ●「国東半島の旅」4月10日(水)～12日(金)　実施済

●　和田家文書と青森の旅　秋に計画

史跡ハイキング ●　製鉄史跡巡り　　秋に計画

5 月例会

毎月最終土曜日午後1時から午後5時　於中央区区民館

ハイブリッド方式にて開催の予定

第1部 ・会員の研究発表・意見交換

・懇親会(フリートーキング:テーマは都度)

第2部 ・古田武彦氏の著作を読む　初期三部作

・日本書紀を読む

6 和田家文書研究会

奇数月(11月を除く)の第2土曜日午後2時から5時

7 古田史学の普及活動

● 「東京古田会ニュース」送付

マスコミ各社(中央紙、ＮＨＫ，歴史雑誌等）及び国会図書館

● 東京古田会ホームページが6月1日より刷新されます。

より一層充実した内容とし、古田史学普及活動に貢献します。

2024年度活動方針

　＊多元の会との共催です。

1 講演会

【定時総会講演】

タイトル ： 古代～中世の製鉄と刀剣

講 師 ： 田中巌氏

実 施 日 ： 5月27日(土)午後2時から

会 場 ： 八丁堀区民館6号洋室

2 「古田武彦記念古代史セミナー2023」の実施

テ ー マ ： 「倭国から日本国へ」

実 施 日 ： 11月11日(土)～12日(日)

会 場 ： 大学セミナーハウス(八王子)

主 催 ： 公益財団法人大学セミナーハウス

協 力 ： 多元的古代研究会、東京古田会、古田史学の会、東海古代研究会

3 東京古田会ニュースの隔月(奇数月)発行(210号～215号)

4 研修旅行

『和田家文書』の柵を訪ねる

5月9日(火)～11日(木)

5 月例会

毎月最終土曜日午後1時から午後5時　於中央区区民館

ハイブリッド方式にて開催の予定

【3部構成】 ・会員の研究発表・意見交換

・古田武彦氏の著作を読む　初期三部作

・日本書紀を読む

6 和田家文書研究会

奇数月(11月を除く)の第2土曜日午後2時から5時

7 古田史学の普及活動

● 「東京古田会ニュース」送付

マスコミ各社(中央紙、ＮＨＫ，歴史雑誌等）及び国会図書館

研究発表実績

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

(土)

『旧唐書』と『新唐書』の間

篠田謙一氏のゲノム解析をよむ

蛇行剣の世界

なぜ勾玉の産地は忘れられたか

藤原不比等黒幕説に異論を呈する

橘高　修氏

國枝　浩氏

新庄宗昭氏

安彦克己氏

畑田寿一氏

橘高　修氏

服部静尚氏

安彦克己氏

竹田侑子氏

橋本正浩氏

郭務悰らは筑紫に来たのか

安倍一族と国東半島

消えた卑弥呼

倭の五王は記紀の皇統譜の中にいる？

1月27日

2月24日

3月30日

11月25日

実施日 発表者 研究発表タイトル

12月23日

西坂久和氏

國枝　浩氏

モンゴル旅行記

古田武彦記念古代史セミナー2023報告

酸素同位体比年輪年代法と法隆寺五重塔心柱594年の行方

4月22日

6月24日

7月29日

8月26日

9月30日

10月28日

2023年度活動報告 2024年度活動方針 
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古
田
武
彦
記
念 

古
代
史
セ
ミ
ナ
ー
２
０
２
４ 

募
集
開
始 

「
倭
国
か
ら
日
本
国
へ
～
東
ア
ジ
ア
外
交

の
視
点
か
ら
」
11
月
９
～
10 

                            

予算額

2024年度予算 2023年度実績 1 繰越金 897,529

1 前期繰越金 853,722 897,529 2 年会費 今年度分 596,000

年会費　 今年度分 508,000 544,000 3 （会員数　149名計算 前年度分

（131名×4000円＝524000円） 前期納金 16,000 16,000 4 次年度預り

例会 90,000 80,500 例会 66,000 12回　　162名参加　　

研究会 22,000 16,000 研究会 13,000 　5回　　３３名参加

4 寄付金 200,000 110,800 6 寄付金 （通常分） 123,900

5 物品販売 0 45,200 7 物品販売 0

6 受取利息 ゆうちょ銀行 5 3 8 受取利息 10

7 当期収入合計 1,689,727 1,710,032 Ⓐ 9 当期収入合計 1,696,439

10 会報作成費　(有)プリントイン 300,000 年6回　発行

8 会報作成費　 (有)プリントイン　6回発行 250,000 252,868 11 会報編集費 60,000

9 会報編集費 60,000 60,000 12 会報送料（ゆうちょ 0 年6回　発送

10 会報送料　（ゆうちょ 85,000 87,709 13 送料（宅配料等 150,000

11 送料 80,000 81,868 14 運搬費 12,000

12 運搬費 12,000 6,000 15 ホームページ（維持・管理費 100,000 西坂氏へ委託

13 ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ管理維持費 HP新規作成　予定 150,000 100,000 16 交通費 110,000 幹事会12回・研究会6回

14 交通費 幹事会　他 150,000 148,660 17 通信費（レターパツク・ハガキ・切手等 0

15 通信費 ゆうメール等 30,000 20,194 18 会場使用料 50,000

16 会場使用料 月例会＆研究会 45,000 42,400 19 コピー代・印刷代 18,000

17 コピー代・印刷代 月例会資料等 20,000 19,854 20 雑支出 10,000

18 Wi-Fiルーター（レンタル 月例会・研究会　18回 16,000 12,800 21 Wi-Fiルーター（レンタル 47,700

19 支払手数料 1,000 616 22 Wi-Fiルーター使用料 0

20 事務消耗品費 会報送付用　角2封筒購入 15,000 19,341 23 支払手数料 1,000

21 雑支出 0 24 事務消耗品費 0 会報送付用　角2封筒

22 講演諸経費 50,000 25 書籍編集費 100,000

23 書籍編集費 0 26 講演諸経費 50,000

27 スピーカフォン維持費 18000 0

24 当期支出合計 964,000 852,310 Ⓑ 28

25 当期収支差 Ⓐ-Ⓑ 725,727 857,722 29 当期支出合計 1,026,700

26 前期繰越金 853,722 897,529 30 当期収支差 669,739

31 前期繰越金 897,529

857,722

897,529

収支計算書　(2023年4月1日～2024年3月31日)

19,341

0

0

852,310

0

12,800

0

616

100,000

148,660

20,194

42,400

19,854

252,868

60,000

87,709

81,868

6,000

110,800

45,200

3 ゆうちょ総合口座

1,710,032

16,000

5 参加費
80,500

16,000

897,529

352,000 会員数　137名×4000円＝544000

192,000 前年度より

当期累計 備考

2024年度　予算

支出の部

収入の部

3 参加費

2
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掲
示
板 

 

  
  
【
８
月
月
例
会
予
定
】 

【
日
時
】
８
月
31
日
（
土
） 

午
後
１
時
～
５
時 

【
会
場
】
久
松
町
区
民
館
１
号
洋
室 

●
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
で
き
ま
す
。 

 

【第
１
部
】 

＊
研
究
発
表 

 
 

久
保
玲
子
氏 

 
 

「湖
西
地
方
の
調
査
報
告
」 

＊
懇
談
会 

テ
ー
マ
を
お
寄
せ
下
さ
い
。 

【第
２
部
】 

新
保
高
之
氏 

＊
勉
強
会 

古
田
武
彦
論
稿
よ
り 

 

『失
わ
れ
た
九
州
王
朝
』そ
の
９ 

＊
読
書
会 

日
本
書
紀 

 

『天
武
天
皇
紀
』下
巻 

そ
の
９ 

 

●
資
料
は
用
意
い
た
し
ま
す
。 

参
加
費
５
０
０
円 
 

当
日
会
場
に
て
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。 

今
後
の
予
定 

東
京
古
田
会
・月
例
会 

９月２８日（土）午後１時～５時 ８月３１日（土）午後１時～５時 

研
究
発
表
予
定 

会場:未定 会場：久松町区民館１号洋室 

発表者 テーマ 発表者 テーマ 

新
保 

高
之
氏 

「壬
申
紀
」の 

変
な
と
こ
ろ 

久
保 

玲
子
氏 

湖
西
地
方
の 

調
査
報
告 

【新
入
会
員
募
集
】 

東
京
古
田
会
は
新
規
会
員
を
常
時

募
集
し
て
い
ま
す
。
古
田
武
彦
や
古
代

史
に
興
味
の
あ
る
方
、
ど
う
ぞ
お
気
軽

に
お
問
合
せ
下
さ
い
。
ま
た
、
入
会
ご

希
望
の
方
や
、
本
会
に
ご
興
味
の
あ
る

知
人
・
友
人
の
方
を
ご
紹
介
く
だ
さ

い
。
入
会
希
望
の
方
は
事
務
局
に
電
話

又
は
メ
ー
ル
で
住
所
・
氏
名
等
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。
年
会
費
は
４
千
円
に
な
り

ま
す
。 

●
東
京
古
田
会
Ｈ
Ｐ
が
リ
ニ
ュ
ー
ア

ル
さ
れ
ま
し
た
。 

【『
和
田
家
文
書
』
研
究
会
】 

 

●
日
時
：
９
月
14
日(

土)

午
後
２
時
～
５
時 

●
会
場
：
古
田
会
Ｈ
Ｐ
で
確
認
く
だ
さ
い
。 

 
 
(

オ
ン
ラ
イ
ン
で
も
参
加
で
き
ま
す
。) 

●
発
表
：
安
彦
克
己
氏 

１
、
蒙
古
襲
来
と
『
和
田
家
文
書
』 

 

２
、
出
雲
荒
神
谷
を
再
検
証
す
る
。 

古
賀
達
也
氏
（
テ
ー
マ
未
定
） 

＊
『
和
田
家
文
書
』
研
究
会
は
隔
月
・
奇
数
月
の

第
２
土
曜
日
に
開
催
（
但
し
11
月
除
く
） 

●
「東
京
古
田
会
ニ
ュ
ー
ス
」 

原
稿
募
集
！ 

東
京
古
田
会
で
は
東
京
古
田
会
ニ
ュ
ー
ス
へ

掲
載
す
る
論
文
・
小
論
・
古
代
史
雑
感
な
ど
を

募
集
し
て
い
ま
す
。
住
所
・
氏
名
を
必
ず
明
記

の
う
え
、
５
０
０
字
か
ら
５
，
０
０
０
字
程
度

に
ま
と
め
て
、
Ｅ
メ
ー
ル
に
て
左
記
へ
お
送
り

く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
特
定
個
人
へ
の
中
傷
や

古
代
史
と
無
関
係
な
場
合
は
掲
載
を
お
断
り
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。予
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
他
紙
な
ど
へ
す
で
に
投
稿
し
て
い
る
も

の
と
ま
っ
た
く
同
じ
内
容
の
原
稿
は
原
則
と
し

て
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。
掲
載
の
可
否
に
つ
い
て

は
編
集
会
議
で
決
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

（
Ｅ
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
） 

saitaka7078@yahoo.co.jp 

 
 
 
 
 
 
 

川
崎
市 

斎
藤
隆
雄
迄 

http:// tokyo-furutakai.com/ 


